
Title 豈好同盟演説会について : 明治十年代における慶應義塾系演説会の研究
Sub Title
Author 松崎, 欣一(Matsuzaki, Kinichi)

Publisher 慶應義塾福澤研究センター
Publication year 1993

Jtitle 近代日本研究 Vol.10, (1993. ) ,p.161- 192 
JaLC DOI
Abstract
Notes 挿表

豈好同盟演説会演説記録
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN10005325-19930000-

0161

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


畳
好
同
盟
演
説
会
に
つ
い
て

｜
｜
明
治
十
年
代
に
お
け
る
慶
庭
義
塾
系
演
説
会
の
研
究
｜
｜

松

崎

欣

本
稿
は
明
治
十
年
代
に
お
け
る
慶
雁
義
塾
系
演
説
会
の
研
究
と
し
て
前
稿
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
前
稿
で
は
明
治
一
四
年
四
月
か

ら一

O
月
ま
で
の
演
説
会
活
動
を
確
認
で
き
る
「
経
世
社
」
に
つ
い
て
み
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
経
世
社
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
存

在
し
た
「
畳
好
同
盟
」
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
い

第
一
表
（
以
下
、
表
は
本
稿
末
尾
に
掲
載
）
は
量
好
同
盟
の
人
員
構
成
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
演

説
会
の
開
催
広
告
と
演
説
者
お
よ
び
演
題
等
の
予
告
記
事
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
合
わ
せ
て
一
六
名
の
メ
ン
バ
ー
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
藤
田
と
高
木
は
「
外
員
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
篠
田
鉱
造
編
著
『
明
治
百
話
』
（
昭
和
六
年
、
四
保
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書
房
刊
）
に
「
明
治
の
演
説
流
行
」
と
題
す
る
一
章
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
量
好
同
盟
の
活
動
を
回
想
す
る
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
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豊
好
同
盟
会
組
織

と
も
え

私
は
小
学
校
が
芝
の
鞠
小
学
校
で
、
後
ち
仙
台
屋
敷
の
岡
鹿
門
の
塾
へ
通
学
し
た
．
当
時
の
塾
監
は
安
田
勲
で
あ
っ
た
。
徳
大
寺
の
子

息
さ
ん
が
二
人
通
っ
て
来
て
い
た
が
、
彦
麿
、
篤
麿
と
い
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
ソ
レ
か
ら
慶
臆
義
塾
へ
入
学
し
た
。
其
時
既
に
波
多

野
承
五
郎
、
箕
浦
勝
人
、
藤
田
茂
吉
は
卒
業
期
で
、
尾
崎
行
雄
は
中
途
工
部
大
学
へ
転
校
し
た
。
私
は
井
ノ
角
の
井
上
角
五
郎
と
同
級
で

あ
っ
た
。
先
年
逢
っ
た
ら
懐
か
し
い
と
言
っ
て
い
た
。
木
下
謙
次
郎
、
白
井
哲
夫
、
高
梨
哲
四
郎
と
も
仲
よ
く
し
た
。
学
校
時
代
は
随
分

経
論
抱
負
が
大
き
く
演
説
が
好
き
で
、
政
談
演
説
は
過
激
派
を
以
て
目
さ
れ
た
も
の
で
、
其
頃
の
演
説
の
本
場
は
何
と
い
っ
て
も
両
国
の

中
村
楼
、
浅
草
の
井
生
村
楼
で
、
ソ
レ
か
ら
更
に
本
舞
台
は
木
挽
町
の
明
治
会
堂
（
後
ち
厚
生
館
と
な
る
）
で
、
彼
処
で
は
擬
国
会
を
実

行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
共
は
よ
旦
好
同
盟
会
』
を
組
織
し
て
盛
ん
に
雄
弁
を
振
る
っ
た
が
、
『
宣
好
』
と
は
『
我
宣
に
弁
を
好
ん
や
一

巳
む
を
得
ざ
れ
ば
な
り
』
と
い
う
語
に
基
き
、
枝
元
長
辰
、
溝
部
維
幾
、
井
上
寛
一
、
奥
田
直
之
助
等
で
獅
子
間
引
を
な
し
、
比
外
に
塾
の

先
生
側
で
、
波
多
野
承
五
郎
、
本
田
孫
市
、
村
上
貞
一
な
ん
か
が
政
府
攻
撃
の
熱
弁
長
広
舌
を
振
る
っ
た
。
私
な
ん
か
京
橋
署
へ
呼
ば
れ

ど
う
し
、
警
部
四
五
人
で
取
囲
み
、
演
説
の
趣
旨
を
問
ひ
詰
め
る
騒
ぎ
、
私
は
空
鳴
い
て
「
外
国
で
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
朝
飯
前
だ
」

と
よ
く
弁
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
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会
名
の
由
来
は
「
我
量
に
弁
を
好
ん
や
、

己
む
を
得
ざ
れ
ば
な
り
」
と
い
う
語
に
因
む
と
い
う
。
経
給
抱
負
を
内
に
秘
め
た
ま
ま

に
は
出
来
な
い
熱
情
に
か
ら
れ
政
談
演
説
会
を
組
織
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。

メ
ン
バ
ー
七
名
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
井

上
、
枝
元
、
奥
田
、
溝
部
、
波
多
野
（
承
）
、
本
田
、
村
上
で
あ
る
。
『
明
治
百
話
』
は
篠
田
に
よ
る
「
古
老
旧
知
親
懇
者
の
実
話
を

聴
取
し
た
記
録
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
実
話
を
語
っ
た
当
人
も
量
好
同
盟
の
一
員
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
氏
名
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

「
明
治
の
気
分
」
を
伝
え
る
こ
と
に
重
き
を
置
く
た
め
か
、
必
ず

『
明
治
百
話
』
の
筆
法
は
、
実
話
の
採
訪
集
成
に
よ
っ
て
読
者
に

し
も
談
話
者
の
名
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
挿
話
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
「
京
橋
署
へ
呼
ば
れ
ど
う
し
」

と
あ
っ
て
、

量
好
同
盟

の
幹
事
役
で
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
、
第
一
表
中
の
い
ず
れ
か
の
人
物
と
想
定
し
た
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地
と
話
者
の
芝
の
鞘
小

学
校
に
学
ん
だ
こ
と
と
が
結
び
付
き
に
く
く
疑
問
が
残
る
。
今
の
と
こ
ろ
氏
名
を
特
定
出
来
ず
後
考
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た



「
塾
の
先
生
側
」
と
い
う
波
多
野
（
承
）
、
本
田
、
村
上
の
名
も
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
記
事
中
に
は
全
く
現
わ
れ
な
い
。
本
田
孫
市

と
あ
る
の
は
本
田
孫
四
郎
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
村
上
貞
一
の
名
は
『
慶
慮
義
塾
百
年
史
』
な
ど
に
も
見
え
な
い
。
後
年
の
懐
旧

談
と
し
て
若
干
の
混
乱
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
参
考
資
料
と
し
て
表
示
し
た
。

第
一
表
は
、
以
上
の
一
九
名
に
つ
い
て
の
一
覧
で
あ
る
。
慶
臆
義
塾
入
学
者
の
記
録
で
あ
る
『
慶
底
義
塾
入
社
帳
』
お
よ
び
『
慶

慮
義
塾
塾
員
名
簿
』
『
慶
臆
義
塾
総
覧
』
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地
、

身
分
、

入
学
年
月
、

卒
業
年
月
等
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
表
中
の
卒
業
年
月
欄
に
「
卒
」
と
あ
る
の
は
、
慶
臆
義
塾
に
は
じ
め
て
卒
業
の
規
定
が
で
き
た
明
治
六
年
の
時
点
で
そ
れ

以
前
の
慶
慮
義
塾
に
学
ん
だ
人
々
の
内
で
卒
業
の
資
格
を
認
定
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
海
部
、
村
上
に
つ
い
て
は
入
学
の
記
録
が
見
ら

工
工
、
。

斗

4
中
J
y
u
w

ま
た
、
①
慶
庭
義
塾
内
に
塾
生
達
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
演
説
団
体
「
協
議
社
」
「
猶
興
社
」
「
精
干
社
」
の
メ
ン
バ

さ
ら
に
②
明
治
十
四
年
四
月
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
慶
庭
義
塾
系
演
説
会
「
明
治
政
談
演
説
会
」
、
③
明
治

一
五
年
二
月
に
発
足
し
た
「
東
洋
議
政
会
」
、
④
明
治
一
五
年
四
月
に
結
成
さ
れ
た
「
立
憲
改
進
党
」
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
参
加
者
に
つ

ー
で
あ
っ
た
者
、

い
て
も
表
示
し
た
。

第
二
表
は
、
前
稿
で
取
り
あ
げ
た
経
世
社
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
の
同
様
の
一
覧
で
あ
る
。
経
世
社
は
そ
の
設
立
（
明
治
一
四
年

宣好同盟演説会について

四
月
）
の
前
後
に
相
次
い
で
慶
臆
義
塾
を
卒
業
し
た
者
及
び
卒
業
を
目
前
に
し
た
青
年
た
ち
を
中
心
の
会
員
と
し
、
さ
ら
に
教
員
と

し
て
慶
庭
義
塾
内
に
あ
っ
た
年
長
の
先
進
者
た
ち
も
外
員
（
員
外
）
と
し
て
加
わ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
福
津
諭
吉
、
浜
野
定

四
郎
も
客
員
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
て
い
た
。
山
崎
程
者
の
名
が
両
表
に
見
え
る
。
山
崎
の
宣
好
同
盟
演
説
会
へ
の
参
加
は
七
月
と
八

月
の
二
回
で
あ
り
、
経
世
社
演
説
会
へ
の
参
加
は
九
月
以
降
の
三
回
と
な
っ
て
い
る
。
山
崎
が
量
好
同
盟
か
ら
経
世
社
ヘ
移
籍
し
た

と
見
れ
ば
両
会
の
メ
ン
バ
ー
は
重
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
宣
好
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
池
内
、
枝
元
、
奥
田
、

坂
本
の
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四
人
が
鹿
児
島
県
出
身
で
あ
り
同
会
結
成
の
核
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
査
好
同
盟
へ
の
波
多
野
（
承
）
、
本
田
ら



の
教
員
の
参
加
に
つ
い
て
は
な
お
他
に
資
料
を
得
て
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
組
織
と
し
て
は
慶
庭
義
塾
に
関
わ
る
人
々
か
ら

近代日本研究

な
り
、
卒
業
前
後
の
青
年
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
を
す
で
に
郵
便
報
知
新
聞
や
東
洋
経
済
新
報
な
ど
学
外
に
お
い
て
活
躍
し
ま
た
統
計
院
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書
記
官
に
任
じ
て
い
た
犬
養
が
取
纏
め
、

さ
ら
に
そ
こ
へ
藤
田
、
高
木
ら
の
年
長
者
た
ち
が
外
員
と
し
て
加
わ
る
と
い
う
か
た
ち
に

な
っ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
経
世
社
と
同
様
の
構
成
を
持
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
両
表
を
比
較
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
両
会
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
い
ず
れ
も
慶
底
義
塾
系
の
よ
り
大
き
な
組
織
で
あ
る
明

治
政
談
演
説
会
に
参
加
し
て
い
る
（
表
中
O
印
、
以
下
同
じ
）
が
、
宣
好
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
の
方
が
慶
臆
義
塾
内
に
あ
っ
た
塾
生
の
演

説
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
猶
興
社
や
精
干
社
な
ど
に
所
属
し
て
、
す
で
に
塾
生
時
代
か
ら
「
演
説
」

に
熱
心
で
あ
っ
た
者
が
多
く
、

ま
た

東
洋
議
政
会
か
ら
立
憲
改
進
党
へ
と
よ
り
実
際
の
政
治
の
世
界
に
関
わ
っ
た
者
が
多
い
と
い
う
際
立
っ
た
特
徴
が
あ
る
点
に
注
目
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

宣
好
同
盟
に
関
す
る
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
初
出
記
事
は
明
治
一
四
年
七
月
一
日
の

「
府
下
雑
報
欄
」
の
次
の
記
事
で
あ
る
．

明
日
、
木
挽
町
の
明
治
会
堂
に
て
聞
く
宣
好
同
盟
の
政
談
演
説
会
ハ
、
（
会
社
ノ
瓦
壊
）
池
内
源
太
郎
、
（
政
府
ノ
持
病
）
山
崎
程
者
、

（
誰
カ
一
国
ノ
主
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ソ
）
井
上
克
一
、
（
陪
審
論
）
波
多
野
一
、
（
何
ヲ
カ
普
良
政
府
ト
云
フ
）
枝
元
長
辰
、
（
転
ハ
ヌ
先
ノ

杖
）
奥
田
直
之
助
、
（
利
害
ヲ
兵
一
一
ス
ル
者
頼
ミ
難
シ
）
矢
野
可
宗
、
（
宣
好
哉
）
溝
部
維
幾
、
（
中
央
集
権
ノ
余
波
）
坂
井
次
永
、
（
航
海

ノ
事
ヲ
論
ス
）
犬
養
毅
、
（
地
方
税
ヲ
濫
用
ス
ル
勿
レ
）
外
員
藤
田
茂
吉
の
諸
氏
に
て
当
日
の
傍
聴
ハ
無
料
な
り
。

七
月
二
日
の
木
挽
町
の
明
治
会
堂
に
お
け
る
政
談
演
説
会
の
開
催
が
、
池
内
源
太
郎
他
一

O
名
の
演
題
と
と
も
に
告
知
さ
れ
て
い



る
。
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
「
府
下
雑
報
欄
」
及
び
「
広
告
欄
」

に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
を
初
め
と
し
て
一

O
月
一
五
日
ま
で
に
計
八

回
の
演
説
会
開
催
が
確
認
出
来
る
。

い
ず
れ
も
「
政
談
」
演
説
会
を
標
拐
し
て
い
る
。
第
三
表
は
こ
れ
ら
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

隔
週
の
開
催
を
例
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
表
中
の

O
印
及
び
ム
印
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
演
説
会
当
日
に
登
壇
が
予
定
さ
れ
た
こ
と
を
一
部

す
。
井
上
寛
一

（
貫
一
）
、
波
多
野
一
、
枝
元
長
辰
、
奥
田
直
之
助
、
矢
野
可
宗
の
回
数
が
多
く
主
要
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
第
四
表
は
そ
れ
ぞ
れ
の
演
説
会
毎
の
、
第
五
表
は
演
説
者
別
に
予
定
さ
れ
た
演
題
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
に
四
編
の
演
説
記
録
を
見
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
が
、

七
月
二
日
の
演
説
会
で
は
、
奥
田
直
之
助
と
藤
田
茂
吉

の
記
録
が
あ
る

奥
田
の

「
転
パ
ヌ
先
ノ
杖
」

に
述
べ
る
と
こ
ろ
は
国
会
の
即
時
開
設
論
で
あ
る
。
演
説
会
開
催
の
翌
月
に
公
刊
さ
れ
た
『
名
家
演

説
集
誌
』
（
第
四
号
）

そ
こ
で
、
奥
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
世
の
中
の
こ
と
は
転
ば
ぬ
先
の
用
心
が
緊
要
で

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
。

わ
が
国
の
現
状
は
内
に
あ
っ
て
は
財
政
問
題
、
外
に
あ
っ
て
は
条
約
改
正
ま
た
琉
球
論
の
紛
議
が
あ
っ
て
実
に
多
事
多
難
で

あ
る
。
本
年
の
世
情
は
昨
年
の
う
ち
の
物
価
騰
貴
や
国
会
論
の
沸
騰
に
よ
る
「
天
下
ノ
人
心
向
ト
シ
テ
寧
カ
ラ
ザ
ル
」
状
態
も
収
っ

て
や
や
落
ち
着
い
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
れ
が
集
会
条
例
の
効
果
な
の
か
は
知
ら
な
い
。

し
か
し
、
「
凡
ソ
世
ノ
中
ノ
物
ハ
時
－
一

畳好同盟演説会について

従
テ
変
化
ス
ル
ア
ル
モ
、
有
ヲ
消
シ
テ
無
一
一
帰
ス
ル
事
」
は
出
来
ぬ
は
ず
で
、

ま
し
て
や
「
天
賦
ノ
自
由
思
想
」
を
求
め
る
機
運
が

消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
今
少
シ
ク
平
穏
ナ
ル
ガ
如
キ
者
ハ
他
日
大
一
一
為
ス
所
ア
ラ
ン
カ
為
」
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
、
今
、
「
転
パ
ヌ
先
ノ
杖
」
は
国
会
開
設
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
「
国
会
ニ
シ
テ
開
設
セ
バ
終
始
顛
蹟
ノ
患
ナ
ク
、
其
杖
一
一
依
リ
テ

我
至
ラ
ン
ト
ス
ル
所
へ
達
シ
得
」
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

友
部
鴻
漸
筆
記
」
と
し
て
七
月
四
日
付
の
『
郵

藤
田
の
演
説
は
「
左
ノ
一
一
編
ハ
藤
田
茂
吉
カ
明
治
会
堂
－
一
演
説
セ
ル
大
意
ナ
リ
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便
報
知
新
聞
』
に
社
説
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
畳
好
同
盟
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
の
内
容
と
明
治
会
堂



で
の
演
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

七
月
二
日
の
畳
好
同
盟
の
演
説
会
で
の
演
説
「
地
方
税
ヲ
濫
用
ス
ル
勿
レ
」
の
趣
旨
を
伝
え
る
も
の
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と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
藤
田
の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
「
地
方
税
」
を
武
器
に
地
方
議
会
が
政
府
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
代
議
士
無
け
れ
ば
租
税
無
し
と
言
う
の
は
よ
い
。

し
か
し
我
国
の
現
状
が
地
方
議
会
の
み
あ

っ
て
、
国
会
が
開
設
さ
れ
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
っ
て
、
「
国
税
一
一
関
シ
テ
ハ
余
輩
ハ
未
タ
何
如
ン
ト
モ
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
地
位
」

に
あ
り
「
唯
々
諾
々
政
府
ノ
命
ス
ル
所
一
一
従
テ
膏
血
ヲ
奉
呈
セ
サ
ル
ヲ
得
」
な
い
立
場
に
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
東
京
府
会
が
師

範
学
校
の
費
用
を
減
ず
る
議
決
を
し
て
そ
の
運
営
に
支
障
を
来
す
処
置
を
取
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
政
府
の
決
定
す
る
法
律
の
執
行

’
に
要
す
る
費
用
の
十
分
な
裏
付
け
を
地
方
議
会
が
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
に
対
し
て
そ
の
法
律
の
改
良
の
至
当
な
る
こ
と

を
示
す
と
い
う
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
妥
当
な
考
え
で
は
な
い
。
法
律
に
問
題
が
あ
れ
ば
改
善
そ
の
も
の
を
政
府
に
進
ん
で
求
め
る

べ
き
で
あ
り
、
費
目
の
削
減
と
い
う
間
接
的
な
方
法
で
は
か
え
っ
て
貴
重
な
金
円
を
河
中
に
投
ず
る
こ
と
に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
。
地
方
税
を
「
濫
用
」
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

こ
の
他
に
二
一
編
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
矢
野
可
宗
及
び
波
多
野
一
の
も
の
で
あ
る
。

矢
野
の
八
月
六
日
の
演
説
「
尽
一
ノ
死
法
ハ
以
テ
万
古
ノ
活
人
ヲ
制
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
（
『
名
家
演
説
集
誌
・
第
五
号
』
所
収
、
同
年
九
月
刊
）

は
や
や
ま
わ
り
く
ど
い
論
法
に
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
先
の
奥
田
と
同
じ
く
国
会
の
早
期
開
設
と
国
約
憲
法
の
制
定
を
求
め
、

ま
た
法
制
の
近
代
化
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
律
は
「
政
府
ガ
社
会
公
衆
ノ
安
寧
保
護
ヲ
計
」
る
た
め
に
制
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。

し
か
し
そ
の
法
律
も
そ
の
限
り
で
は
「
死
物
」

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
政
府
の
、

ま
た
人
間
の
運
用
に
よ
っ
て
「
活
機
ヲ
得

テ
以
テ
其
効
用
ヲ
生
ズ
ル
」
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
人
間
は
「
事
物
ヲ
思
慮
ス
ル
ノ
精
神
ヲ
モ
持
シ
タ
ル
一
個
ノ
真
活
物
」
で

あ
っ
て
、
「
其
身
体
精
神
ハ
共
ニ
発
達
シ
テ
止
ザ
ル
モ
ノ
」
な
の
で
あ
る
。
「
活
物
」
と
し
て
の
人
聞
を
制
御
す
る
法
律
が
「
死
物
」

の
ま
ま
で
あ
っ
て
は
実
効
を
挙
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
「
法
ヲ
シ
テ
万
世
画
一
ナ
ラ
シ
メ
ズ
、
能
ク
時
－
一
随
ヒ
世
一
一
伴
フ
テ
変
易



改
更
セ
シ
ム
ベ
キ
」
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
子
供
の
成
長
に
つ
れ
て
そ
の
衣
服
を
更
新
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
、
時
代
の
進
展
に

つ
れ
て
逐
次
法
律
も
変
更
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
今
日
の
日
本
の
人
民
は
「
決
シ
テ
昔
日
ノ
幼
稚
人
民
」
で
は
な
い
。
維
新

以
来
わ
ず
か
十
数
年
の
う
ち
に
旧
来
の
面
白
を
一
新
し
て
い
る
。
「
開
明
曙
光
一
一
向
フ
」
状
態
に
あ
っ
て
は
「
君
主
専
制
ノ
法
」
を
廃

し
て
「
自
由
ノ
制
度
」

に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昨
年
に
は
「
刑
法
、
治
罪
法
」
が
制
定
さ
れ
、
次
第
に
「
旧
来
ノ
限
法
」

の
改
革
が
進
ん
で
は
い
る
が
、
「
国
家
内
外
多
事
ノ
今
日
ナ
レ
パ
、
如
何
一
一
賢
明
ノ
政
府
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
我
々
人
民
ニ
取
リ
テ
尚
未

ダ
満
足
セ
ザ
ル
ノ
法
制
」
が
少
な
く
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
国
会
が
未
だ
開
設
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
、

ま
た
国
約
憲
法
が
未
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
「
一
国
の
衆
人
民
ニ
シ
テ
既
ニ
成
童
ニ

達
シ
ナ
ガ
ラ
、
尚
ホ
垂
髪
児
ノ
服
ヲ
着
セ
ラ
レ
、
既
一
一
開
明
ノ
域
一
一
進
ミ
ナ
ガ
ラ
尚
ホ
野
蛮
ノ
旧
法
一
一
制
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ア
ラ
パ
、

或
ハ
恐
ル
、
人
間
憤
怒
心
ノ
集
ル
処
、
凝
結
シ
テ
不
測
ノ
兇
変
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ブ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
。
願
ク
ハ
当
路
ノ
君
子
早
グ
蕊
－
一
注

目
シ
テ
我
々
成
童
ノ
人
民
ヲ
シ
テ
身
－
一
適
シ
テ
不
便
ナ
キ
ノ
衣
服
ヲ
着
ス
ル
自
由
ヲ
得
セ
シ
メ
ヨ
。
」
と
結
ん
で
い
る
。

波
多
野
の
九
月
三
日
の
演
説
「
特
別
保
護
ノ
性
質
ヲ
論
ズ
」
（
『
名
家
演
説
集
誌
・
第
八
号
』
所
収
、
同
年
一

O
月
刊
）
は
北
海
道
開
拓
使

官
有
物
払
下
げ
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
が
一
般
に
人
民
を
保
護
す
る
こ
と
は
至
当
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

二
般
ノ

宣好同盟演説会について

保
護
ノ
外
一
一
格
段
ナ
ル
保
護
ヲ
与
フ
ル
」
こ
と
を
「
特
別
保
護
」
と
い
う
。
例
え
ば
、
政
府
が
海
運
政
策
と
し
て
三
菱
会
社
に
毎
年

二
五
万
円
を
支
出
し
て
い
る
事
例
の
よ
う
に
、
我
国
に
お
い
て
「
農
工
業
ノ
振
ハ
ズ
汽
船
巡
輪
ノ
盛
ナ
ラ
ザ
ル
如
キ
ア
ラ
バ
、
其
事

情
ヲ
審
カ
ニ
シ
テ
之
一
一
特
別
ノ
保
護
ヲ
与
フ
ル
」
こ
と
も
時
に
は
必
要
で
あ
る
。

か
つ
て
の
「
株
仲
間
」

7こ
だ

の
仕
組
の
よ
う
に

「
酒
屋
、
板
場
ノ
株
ノ
如
キ
一
家
特
有
ノ
者
一
一
シ
テ
他
ノ
之
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ハ
吏
一
一
営
ム
ベ
キ
ノ
道
ナ
シ
」
と
い
う
弊
害
を
生
む
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
事
物
ノ
進
捗
ハ
競
争
ノ
力
与
テ
多
キ
ニ
居
ル
者
」
な
の
で
あ
っ
て
、
「
株
式
ナ
ル
者
ハ
自
他
競
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争
ノ
念
慮
ヲ
断
絶
セ
シ
ム
ル
ニ
由
リ
独
リ
株
式
ヲ
有
ス
ル
者
一
一
シ
テ
聾
断
ノ
利
ヲ
占
有
セ
シ
ム
ル
者
」
な
の
で
あ
る
。
開
拓
使
官
有



物
払
下
げ
問
題
の
ご
と
き
は
払
下
げ
と
は
い
っ
て
も
実
際
は
関
西
貿
易
商
会
に
非
常
な
る
特
別
保
護
を
与
え
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
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三

O
O万
円
の
現
価
あ
る
物
品
を
三

O
万
円
、
無
利
息
、
三

O
年
賦
で
払
下
げ
る
と
い
う
。

一
年
に
一
万
円
の
支
払
で
あ
る
。
年
々
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一
万
円
を
得
る
に
は
一
割
の
利
子
と
し
て
一

O
万
円
あ
れ
ば
よ
い
。
と
す
れ
ば
三

O
O万
円
の
現
価
あ
る
物
品
を
十
万
円
の
金
額
で

払
下
げ
た
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
か
の
商
会
の
規
則
に
よ
れ
ば
「
凡
ソ
北
海
道
ノ
産
物
ハ
一
切
其
商
会
ノ
手
ヲ
経
ザ
レ
バ
運

搬
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ
」
と
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
三
菱
会
社
も
広
業
社
も
そ
の
利
益
は
関
西
貿
易
商
会
の
奪
う
と
こ
ろ
に
な
っ
て
、
競

争
し
て
商
業
を
営
む
者
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
封
建
ノ
世
ノ
株
式
ノ
如
キ
者
ヲ
シ
テ
、
再
ピ
我
国
ニ
現
出
セ
シ
メ
ン
」
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
「
全
国
人
民
ノ
不
幸
誠
三
一
一
口
フ
ニ
忍
ピ
ザ
ル
者
」
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
「
当
路
者
ガ
特
別
保
護
ヲ
濫
用
シ
テ
其
害
ヲ
国

民
ニ
及
ボ
ス
者
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
よ
う
に
西
洋
に
あ
っ
て
も
特
別
保
護
の
例
は
あ
る
。

し

か
し
こ
れ
も
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
商
売
権
ヲ
占
有
シ
、
該
地
一
一
政
居
シ
テ
暴
戻
不
条
理
至
ラ
ザ
ル
ナ
ク
、
太
ダ
英
国
ノ
面
目
ヲ
厚
シ

メ
」
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
「
我
国
ニ
束
印
度
会
社
ヲ
見
ル
ノ
不
幸
一
一
至
ル
ヲ
黙
視
」
出
来
な
い
と
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
、

五
表
に
見
る
よ
う
に
、

一
六
名
の
六

O
を
こ
え
る
演
説
の
演
題
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

メ
ン
バ
ー
個
々
に
見
れ
ば
そ
れ
ぞ

れ
の
問
題
関
心
に
特
定
の
方
向
が
窺
え
る
場
合
も
あ
る
が
、

そ
の
時
々
の
演
説
会
も
必
ず
し
も
一
定
の
テ
l
マ
を
掲
げ
る
の
で
は
な

く

メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
が
か
な
り
自
由
に
論
題
を
設
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
演
題
の
み
か
ら
そ
の
内
容
す
べ
て
を
断
定
的
に

論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
明
治
一
四
年
七
月
か
ら
一

O
月
に
か
け
て
の
四
か
月
に
わ
た
る
時
期
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
北
海
道
関

拓
使
の
官
有
物
払
下
げ
問
題
が
一
つ
の
軸
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
論
調
は
た
ま
た
ま
残
さ
れ
た
前
期
四

篇
の
議
論
に
み
る
よ
う
に
、

お
お
よ
そ
政
府
専
制
の
批
判
と
そ
の
問
題
の
解
決
の
手
段
と
し
て
の
国
約
憲
法
制
定
・
国
会
早
期
開
設

を
求
め
る
こ
と
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る



山
豆
好
同
盟
の
演
説
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
演
説
は
当
時
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宣
好
同
盟

に
限
ら
ず
諸
種
の
団
体
の
演
説
会
に
つ
い
て
の
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
関
係
記
事
は
、
基
本
的
に
は
演
説
会
開
催
日
時
と
演
説
者
お

よ
び
演
題
の
予
定
を
告
知
し
て
、
具
体
的
に
開
催
当
日
の
様
子
を
伝
え
る
よ
う
な
こ
と
は
殆
ど
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
畳
好
同
盟

に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
わ
ず
か
な
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
一
件
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

一
昨
日
木
挽
町
の
明
治
会
堂
に
て
聞
き
た
る
畳
好
同
盟
社
の
演
説
会
ハ
、
聴
衆
凡
そ
千
五
百
人
斗
り
に
て
、
其
論
開
拓
伎
の
事
件
に
渉

り
て
之
を
排
撃
す
る
時
ハ
喝
采
拍
手
の
声
絶
へ
ず
、
余
程
盛
ん
な
こ
と
に
で
あ
り
き
。
（
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
一
四
年
一

O
月
三
日
付

「
府
下
雑
報
欄
」
）

第
四
表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
日
は
井
上
寛
一
の
「
三
千
五
百
万
人
ノ
声
ハ
尚
ホ
一
黒
田
清
隆
ノ
戸
一
一
及
バ
ズ
」
の
他
に
、

枝
元
、
奥
田
、
矢
野
、
藤
田
、
高
橋
、
梅
木
の
演
説
が
あ
っ
た
。
全
員
が
開
拓
使
の
官
有
物
払
下
げ
問
題
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見

量好同盟演説会について

え
る
。
さ
な
が
ら
払
下
げ
問
題
追
求
集
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
記
の
記
事
が
伝
え
る
よ
う
に
払
下
げ
問
題
の

非
を
論
ず
る
件
り
で
は
千
五
百
人
の
拍
手
が
鳴
り
や
ま
な
か
っ
た
と
言
う
。
明
治
一
四
年
一
月
一
九
日
付
松
岡
文
吉
宛
の
福
淳
諭
吉

書
簡
に
「
木
挽
町
の
会
堂
は
既
に
落
成
、
随
分
粗
末
の
普
請
な
れ
ど
、
合
し
て
二
百
坪
も
有
之
、
其
演
説
堂
に
は
千
余
人
も
容
る
べ

し
。
之
れ
が
為
入
費
は
二
万
余
円
も
掛
り
、
現
今
の
処
に
て
は
東
京
第
一
広
き
ル
l
ム
な
り
」
と
あ
る
。
宣
好
同
盟
の
演
説
会
は

に
文
字
通
り
立
錐
の
余
地
な
く
聴
衆
を
集
め
た
演
説
会
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
梅
木
忠
朴
の
「
苧
命

の
性
格
」
な
ど
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
節
で
引
用
し
た
「
明
治
の
演
説
流
行
」

「
東
京
第
一
広
き
ル

I
ム」
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に
み
る
よ
う
に
警
察



当
局
の
神
経
を
過
敏
に
さ
せ
る
場
面
を
現
出
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

た
だ
、
「
外
国
で
は
こ
ん
な
こ
と
は
朝
飯
前
だ
」

近代日本研究

と
空
輸
い
た
と
あ
る
が
、
警
察
の
取
調
べ
が
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

170 

先
の
引
用
部
分
に
続
い
て
次
の
よ
う
な
一
一
慣
が
あ
る

千
歳
の
五
人
車
座

当
時
代
言
人
を
代
表
し
て
い
た
、
沼
間
守
一
の
「
鴎
盟
会
」
こ
れ
に
対
抗
と
い
ふ
訳
で
も
な
い
が
、
対
立
し
て
政
府
攻
撃
を
や
ら
か
す

の
が
、
報
知
社
派
の
「
東
京
議
政
会
」
で
あ
っ
た
。
コ
レ
に
は
中
江
篤
介
の
門
下
も
参
加
し
て
、
盛
ん
に
気
勢
を
挙
げ
て
い
た
。
演
説
の

帰
途
に
は
、
新
橋
の
今
の
博
品
館
の
と
こ
が
、
「
千
歳
」
と
い
ふ
料
理
屋
で
あ
っ
て
、
京
橋
際
の
松
田
に
対
し
て
双
方
負
け
ず
劣
ら
ぬ
大
料

理
店
。
松
田
は
便
所
の
椅
一
路
な
の
で
名
高
く
、
千
歳
は
登
り
段
の
大
き
い
、
五
間
幅
位
の
西
洋
階
段
で
有
名
で
あ
っ
た
。
ソ
ノ
「
千
歳
」

へ
押
登
っ
て
、
五
人
位
が
車
座
と
な
っ
て
、
周
囲
に
グ
ル
リ
徳
久
利
を
、
飲
み
干
し
て
は
並
べ
、
飲
み
干
し
て
は
並
べ
、
一
本
並
み
だ
が

数
十
本
を
行
列
さ
せ
て
喜
ん
だ
も
の
で
、
懐
慨
悲
憤
の
気
に
満
ち
、
演
説
の
論
旨
を
再
演
し
て
、
得
意
の
も
の
、
口
角
泡
を
飛
ば
し
、
酔

っ
て
前
後
を
忘
れ
た
も
の
で
、
「
千
歳
」
の
名
物
茶
碗
む
し
を
ウ
ン
と
食
べ
た
り
し
て
い
よ
い
よ
解
散
と
な
っ
て
、
外
へ
出
る
と
忽
ち
小

間
物
屋
開
業
。
イ
ヤ
一
度
酔
い
も
酔
っ
た
、
あ
ん
な
に
酔
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
雨
が
顔
へ
当
る
の
が
、

い
い
心
地
ち
だ
が
、
土
橋
辺
へ
さ
し
か
か
る
と
、
一
歩
は
高
く
一
歩
は
低
く
、
気
が
つ
く
と
、
下
駄
を
片
方
し
か
穿
い
て
い
な
い
。
ソ
レ

で
も
生
酔
本
性
違
は
ず
、
後
戻
り
し
て
ヤ
ッ
ト
探
し
出
し
、
家
へ
帰
る
と
書
生
が
碁
を
打
っ
て
い
た
。
ソ
コ
へ
顔
を
出
す
と
、
書
生
が
吃

驚
し
て
「
陪
一
嘩
で
も
し
て
来
ま
し
た
か
」
と
聞
く
か
ら
、
ど
ん
な
顔
か
と
思
っ
た
ら
、
雨
の
雫
に
撲
た
れ
た
俸
の
、
蛙
の
面
み
た
い
な
顔

付
、
成
程
酔
ふ
て
前
後
を
忘
れ
る
と
い
う
が
、
何
も
彼
も
感
じ
な
い
も
の
だ
と
、
ツ
ク
ヅ
ク
思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
鴎
盟
会
」
は
「
唆
鳴
会
」
の
、

ま
た
「
東
京
議
政
会
」
と
あ
る
の
は
「
東
洋
議
政
会
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
「
東
洋
議
政
会
」
は
、

第
一
表
に
見
る
よ
う
に
、
畳
好
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
人
々

（
井
上
、
枝
元
、
奥
田
、
矢
野
可
宗
、
犬
養
、
藤
田
、
矢
野
貞
雄
、
高
橋
、

梅
木
、
坂
本
）

組
織
で
、

に
尾
崎
行
雄
、
竹
村
良
貞
、
野
田
精
一
郎
、
矢
野
文
雄
、
松
岡
直
忠
が
加
わ
っ
て
、
明
治
一
五
年
二
月
に
発
足
し
た

や
が
て
立
憲
改
進
党
を
構
成
す
る
有
力
な
軸
と
な
っ
た
。
畳
好
同
盟
の
活
動
と
し
て
こ
こ
に
論
じ
て
い
る
時
期
か
ら
は
若



干
遅
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
は
量
好
同
盟
の
演
説
会
に
お
い
て
も
同
様
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
参
考
資
料

と
し
て
こ
こ
に
抄
記
し
た
。

「
様
慨
悲
憤
の
気
に
満
ち
、

し
て
口
角
泡
を
飛
ば
し
た
と
い
う
。

こ
こ
に
は
多
く
の
聴
衆
を
前
に
し
て
思

演
説
の
論
旨
を
再
演
」

う
と
こ
ろ
を
訴
え
た
心
情
の
高
ぶ
り
は
あ
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
前
節
で
検
討
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
演
説
記
録
に
み
る
よ
う
に
国
会
の

早
期
開
設
を
言
う
に
し
て
も
そ
の
構
成
な
り
選
出
法
な
ど
を
議
論
す
る
に
今
一
歩
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
し
、

ま
た
、
現
状
の

変
革
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
っ
た
い
わ
ば
戦
略
的
な
構
想
に
至
る
ほ
ど
の
も
の
は
あ
ま
り
窺
え
な
い
。

た
だ
、
明
治
会
堂
を

埋
め
た
の
が
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
か
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
数
が
千
人
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
は
、

当
時
に
あ
っ
て
は
東
京
市
中
の
特
別
に
政
治
意
識
に
目
覚
め
た
人
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
ご
く
普
通
の
人
々
が
集
っ
た
結
果
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
多
く
は
二

O
歳
前
後
の
青
年
た
ち
が
厳
し
い
言
論
統
制
下
に
あ
っ
て
人
々
に
現
状
の
問
題

の
所
在
の
一
端
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
み
せ
た
こ
と
の
重
要
性
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
演
説
の
内
容
が
『
郵
便
報
知

畳好同盟演説会について

新
聞
』
の
社
説
な
ど
の
か
た
ち
で
紹
介
さ
れ
、
あ
る
い
は
『
名
家
演
説
集
誌
』
な
ど
の
当
時
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
雑
誌
類
に
収
録

さ
れ
て
よ
り
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
六
表
は
量
好
同
盟
メ
ン
バ
ー
の
履
歴
を
各
年
度
の
『
慶
慮
義
塾
塾
員
名
簿
』
等
を
典
拠
史
料
と
し
て
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
仰
、

M
H

等
の
数
字
は
塾
員
名
簿
の
そ
れ
ぞ
れ
の
刊
行
年
度
を
示
す
。
空
欄
は
名
簿
に
記
載
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
藤
田

茂
吉
な
ど
の
比
較
的
知
ら
れ
た
人
物
に
つ
い
て
履
歴
の
記
事
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
あ
く
ま
で
も
典
拠
資
料
と
し
て
の
塾

員
名
簿
の
ま
ま
に
表
示
し
た
。
波
多
野
（
承
）
、
本
田
、
村
上
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
除
い
て
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
表
の
限
り
で
残
る

一
六
名
の
履
歴
の
概
略
を
み
た
い
。
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ま
ず
、
奥
田
の
県
会
議
員
、
溝
部
の
島
根
県
庁
か
ら
栃
木
県
知
事
へ
の
就
任
、
犬
養
の
衆
議
院
議
員
、
そ
し
て
池
内
の
衛
生
組
合



長
や
坂
井
の
電
信
郵
便
局
長
な
ど
も
含
め
て
中
央
・
地
方
の
政
官
界
に
関
わ
っ
た
者
の
多
い
こ
と
が
目
に
つ
く
。
次
い
で
高
木
の
毎

近代日本研究

日
新
聞
社
を
は
じ
め
と
し
て
新
聞
関
係
者
が
多
い
。
矢
野
（
可
）
の
五
州
社
は
明
治
一
六
年
に
神
戸
に
設
立
さ
れ
た
新
聞
社
で
あ
る
。

神
戸
又
新
日
報
を
刊
行
し
て
い
る
。
表
中
空
欄
の
枝
元
も
別
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
郵
便
報
知
ほ
か
の
新
聞
社
に
関
わ
り
、
日
清
戦
争

の
折
り
に
旅
順
に
赴
き
の
ち
病
を
得
て
帰
国
し
明
治
二
九
年
に
没
し
て
い
る
。
ま
た
藤
田
も
初
期
の
郵
便
報
知
新
聞
の
中
軸
で
あ
っ

た
こ
と
、
衆
議
院
議
員
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
藤
田
は
議
員
在
任
中
の
明
治
二
五
年
に
没
し
て
い
る
。
波
多
野
（
一
）
、
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梅
木
の
両
者
の
岩
国
学
校
お
よ
び
兵
庫
実
業
補
習
学
校
と
あ
る
の
は
英
学
教
師
と
し
て
の
赴
任
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
実
業
界
に
進

ん
だ
の
は
三
井
鉱
山
合
名
会
社
に
関
わ
っ
た
溝
部
、

お
よ
び
関
西
石
材
取
締
役
と
な
っ
た
晩
年
の
高
木
の
二
名
で
あ
る
。

前
稿
で
み
た
よ
う
に
、
畳
好
同
盟
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
存
在
し
た
経
世
社
の
メ
ン
バ
ー
に
は
横
浜
正
金
銀
行
、
大
倉
組
、
千
代
田
生

命
保
険
相
互
会
社
、
三
井
銀
行
、
豊
国
銀
行
等
実
業
界
、
経
済
界
関
係
者
が
多
く
、
政
界
関
係
者
は
衆
議
院
議
員
が
二
名
で
あ
っ
て

査
好
同
盟
、
経
世
社
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ン
バ
ー
の
進
路
に
か
な
り
の
相
違
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
両
グ
ル
ー
プ
が
成
立
及

び
活
動
経
過
な
ど
に
お
い
て
相
似
た
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

と
く
に
堂
好
同
盟
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
立
憲
改
進
党

成
立
前
史
の
一
段
階
を
担
う
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

宣
好
同
盟
の
演
説
会
は
明
治
一
四
年
七
月
に
始
ま
り

一
O
月
ま
で
存
続
し
た

そ
し
て
翌
年
の
二
月
に
は
新
た
に
東
洋
議
政
会

が
発
足
し
て
山
豆
好
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
そ
れ
に
加
わ
っ
た
。

ま
た
経
世
社
は
同
じ
く
明
治
一
四
年
四
月
に
始
ま
り
、

一O
月

ま
で
存
続
し
た
。
こ
こ
で
、
宣
好
同
盟
お
よ
び
経
世
社
両
組
織
の
存
廃
の
事
情
に
つ
い
て
の
考
察
が
残
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
明

治
一
四
年
の
政
変
が
ら
み
の
問
題
な
ど
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
な
お
別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。



畳好同盟演説会について

注（1
）
松
崎
「
経
世
社
槙
説
会
に
つ
い
て
1
1
i
明
治
十
年
代
に
お
け
る
慶
腔
義
塾
系
演
説
会
の
研
究
｜
｜
」
（
『
慶
庭
義
塾
志
木
高
等
学
校
研
究
紀
要
二
二
輯
』
所
収
）

（2
）
木
稿
の
た
め
に
利
用
し
た
『
郵
便
報
知
新
聞
』
は
大
洋
写
真
工
芸
社
制
作
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
及
び
柏
書
房
刊
・
復
刻
版
で
あ
る
。

（3
）
篠
田
鉱
造
｜
｜
明
治
四
年
、
東
京
赤
坂
生
れ
。
同
二
八
年
報
知
新
聞
記
者
。
同
三
五
年
七
月
よ
り
古
老
の
実
話
を
聞
き
書
き
し
た
連
載
を
始
め
、
後
に
『
幕
末

百
話
』
と
し
て
刊
行
。
同
様
の
編
著
に
『
明
治
百
話
』
『
銀
座
百
話
』
『
明
治
新
聞
椅
談
』
な
ど
が
あ
る
。
（
平
凡
社
版
『
日
本
人
名
大
事
典
』
）

（4
）
会
名
に
つ
い
て
、
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
関
係
記
事
で
は
「
畳
好
同
盟
社
」
が
一
例
あ
る
ほ
か
は
、
す
べ
て
「
畳
好
同
盟
」
・
あ
る
い
は
「
畳
好
岡
田
演
説
会
」

な
い
し
「
豊
好
同
盟
政
談
演
説
会
」
と
あ
る
。
な
お
、
「
畳
好
」
の
読
み
方
を
明
記
し
た
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
が
い
こ
う
」
と
読
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（5
）
『
明
治
百
話
』
二
九
一

l
二
九
二
ペ
ー
ジ
。

（6
）
『
明
治
百
話
』
一
七
ペ
ー
ジ
。

（7
）
『
明
治
百
話
』
一
七
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
同
書
の
巻
頭
（
二
ニ
l
一
六
ペ
ー
ジ
）
で
編
著
者
篠
田
は
自
身
の
「
実
話
聴
取
癖
」
に
つ
い
て
、
幼
小
期
に
預
け
ら
れ
た

理
髪
床
で
聞
か
さ
れ
た
世
間
話
の
魅
力
と
、
話
し
上
手
な
祖
母
の
芝
居
話
し
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
か
ら
育
っ
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
新
聞
紙
面
を

飾
る
読
物
は
実
話
に
限
る
」
と
い
い
、
「
実
話
の
気
分
と
い
ふ
も
の
は
、
其
話
を
一
種
の
膜
に
包
ん
で
聴
い
て
い
る
中
に
、
何
と
も
い
へ
な
い
味
が
あ
る
。
ま
づ

自
家
陶
酔
を
感
じ
、
ソ
レ
を
文
字
に
写
す
に
当
っ
て
、
ソ
ノ
気
分
が
読
者
に
以
心
伝
心
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（8
）
福
浮
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
慶
陸
義
塾
入
社
帳
』
第
一
巻
、
第
二
巻
。

（9
）
『
慶
臆
義
塾
塾
員
名
簿
』
と
し
て
参
照
し
た
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
慶
臆
義
塾
姓
名
録
』
（
明
治
二
四
年
刊
）
『
慶
賠
義
塾
塾
員
・
学
生
姓
名
録
』
（
明
治
二
九
年
刊
）
『
慶
腔
義
塾
姓
名
録
』
（
明
治
三
三
年
刊
）
『
慶
賠
義
塾
塾

員
名
簿
』
（
明
治
四
四
年
刊
）

（
叩
）
『
慶
慮
義
塾
総
覧
』
（
大
正
四
年
刊
）

（
日
）
塾
生
演
説
グ
ル
ー
プ
、
明
治
政
談
演
説
会
、
東
洋
議
政
会
へ
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
、
松
崎
「
慶
臆
義
塾
精
干
社
の
人
々
｜
明
治
演
説
史
の
ひ
と
こ
ま

l
』

（
『
近
代
日
本
研
究
』
第
四
号
）
参
照
。

（
ロ
）
立
憲
改
進
党
員
に
つ
い
て
は
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
一
五
年
一
一
月
に
連
載
さ
れ
た
党
員
名
簿
に
よ
る
。

（
臼
）
『
福
津
諭
吉
全
集
』
第
一
七
巻
四
三
九
ジ
l
ベ。

（
日
）
『
明
治
百
話
』
二
九
二
l
二
九
三
ペ
ー
ジ
。

な
お
、
同
書
の
「
明
治
の
演
説
流
行
」
の
一
節
は
四
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
項
は
『
有
楽
町
の
大
隈
邸
』
（
同
書
、
二
九
一
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
て
‘
「
大

隈
家
が
麹
町
有
楽
町
に
あ
っ
た
頃
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
次
第
に
少
く
な
っ
て
、
今
に
知
る
人
は
な
く
な
る
に
相
違
な
い
。
」
と
し
て
そ
の
位
置
と
周
囲
の
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様
子
を
語
り
、
「
犬
隈
邸
は
と
て
も
広
い
邸
で
、
桃
の
木
が
沢
山
あ
っ
て
、
い
い
実
が
な
る
の
で
、
よ
く
枝
毎
オ
ッ
ベ
シ
ョ

v
テ
、
食
べ
た
り
投
出
し
て
置
く
と
、

門
か
ら
大
玄
関
ま
で
長
い
丁
場
を
、
馬
丁
が
先
へ
駆
込
ん
で
来
て
『
お
帰
り
イ
』
と
い
ふ
声
が
聞
え
る
と
、
悪
戯
ツ
児
は
．
一
同
蜘
昧
の
子
を
散
す
如
く
、
消
え

て
い
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
談
話
者
は
幼
小
期
に
大
隈
の
屋
敷
内
を
遊
び
場
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
．
小
学
校
が
芝
で
あ
っ
た
か
ら
大

隈
邸
も
行
動
半
径
の
内
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
．
こ
の
項
目
に
次
い
で
本
文
中
に
引
用
し
た
『
畳
好
同
盟
会
組
織
』
と
『
千
歳
の
車
座
』
が
続
い
て
い
る
。

さ
ら
に
第
四
項
目
が
『
或
日
の
犬
養
先
輩
』
（
同
書
、
二
九
四
ペ
ー
ジ
）
で
あ
る
。
「
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
憲
法
発
布
の
前
年
、
其
日
木
挽
町
の
明
治
会

堂
で
、
演
説
会
を
開
く
の
で
、
前
々
か
ら
気
勢
を
昂
め
、
大
演
説
を
す
る
積
り
で
、
憲
政
を
敷
く
べ
く
、
政
府
を
攻
撃
す
る
手
筈
を
極
め
て
、
枝
元
長
辰
、
井
上

寛
一
と
会
堂
へ
乗
込
ん
だ
ら
、
い
よ
い
よ
憲
法
発
布
が
、
翌
年
紀
元
節
と
極
っ
て
、
政
府
は
こ
れ
を
発
表
し
た
の
で
こ
の
演
説
会
は
御
流
れ
』
と
な
っ
て
、
前
祝

い
に
祝
杯
を
拳
げ
よ
う
と
土
橋
の
昌
栄
楼
へ
出
か
け
た
．
こ
の
こ
と
を
の
ち
に
犬
養
先
輩
か
ら
「
近
頃
君
達
は
芸
者
遊
び
を
す
る
そ
う
だ
が
」
と
か
ら
か
わ
れ
た

と
い
う
回
顧
談
で
、
「
イ
ヤ
明
治
の
演
説
会
流
行
の
話
が
飛
ん
だ
と
こ
ろ
へ
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
。
さ
う
し
た
こ
と
も
全
く
思
出
の
種
だ
よ
。
」
と
結
ん
で

い
る
．

（
日
）
明
治
一
五
年
二
月
六
日
付
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
広
告
欄
に
「
今
般
、
同
志
相
謀
リ
人
民
政
治
上
ノ
思
想
ヲ
誘
発
ス
ル
ガ
為
メ
議
政
会
ナ
ル
者
ヲ
設
ヶ
、
専
ラ

府
下
ニ
於
テ
演
説
、
言
論
ニ
従
事
シ
兼
テ
各
地
ノ
招
聴
－
一
応
ス
．
此
段
致
広
告
候
也
。
」
と
あ
っ
て
、
井
上
他
一
四
名
の
名
が
あ
る
。

（
時
〉
『
名
家
演
説
集
誌
』
の
奥
付
に
よ
れ
ば
、
各
地
発
売
書
林
と
し
て
東
京
一
三
、
大
阪
二
、
武
州
川
越
二
の
他
に
京
都
、
常
州
、
水
戸
、
同
下
館
、
武
州
横
浜
、

上
総
松
尾
、
同
茂
原
、
下
総
松
戸
、
同
千
葉
、
同
銚
子
、
上
州
沼
田
、
同
高
崎
、
野
州
栃
木
、
陸
前
石
之
巻
、
岩
代
福
島
、
羽
後
西
大
館
、
紀
州
和
歌
山
、
伊
勢

州
津
に
各
一
の
計
三
六
の
書
店
名
が
拳
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
口
）
注
8
．

9
．
叩

（
碍
）
西
松
五
郎
「
『
神
戸
又
新
日
報
』
略
史
」
（
『
歴
史
と
神
戸
』

m
l
2所
収
）

（
四
）
宮
武
、
西
田
「
明
治
新
聞
雑
誌
関
係
者
略
伝
」
に
よ
る
。

（
初
）
「
慶
麿
義
塾
出
身
名
流
列
伝
」
に
よ
る
。
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宣好同盟演説会について

詰 l；長 半弘子同足員一員

入社 卒業 ※※  ※※  

氏名 出身地 身分 生年月 年月日年令 年月 1 2 3 4 

山崎 紅花ー 愛媛県・1JFJ-国ιUJ-l:itll土族 10. 10. 12. 7. 
~.UJ::1 ：可

j也［iョ；店i太郎 !Ji£ 児.（~Y,!o· rJ向田臼杵 士族 12. 9. 28. 21. 13.12. 
初日立l刈村

~H：克一＊ 山口 v，~ 士放！ 8. 1. 28. 12. 5 。。。
波多野 ー 山口県・同町田山口本町 士1A 10. 4. 2. 19. 13. 7. 干，j
校元 長民 庇児（） V，~・大限国経郡 土ljl 12. 9.15. 17.11 13. 7. 紡 O。

加治木氏土村

奥田直之助 鹿児島県・口百部 士族 11. 6. 19. 9 14. 7. キ百 。。
If＼木野郷土谷村

矢野 可宗 愛媛県・伊予田温泉郡 士族 文久2.5. 12. 9. 22. 17. 4 14. 4. 。
玉川村

j持部 'lif:幾

坂井 次平 青森県・田名部町 士族 11. 1. 18. 13.12. 

犬養 ~、人Jl, 岡山県・｛fi1jrj1因究陽郡 平氏l 9. 3. 6. 20. 5 猶 O。。
立金村

矢野 点；雄 大分県・fil:後国佐伯村 士放 8. 1. 11. 13. 2 。。。
t;jt奇 周；白 新潟県・古志郡乙吉村 平氏 10. 9. 19. 14. 4. 。。

（改姓・近藤）

梅木 忠朴 愛媛県・伊予田温泉郡 士族 10. 10. 18.10 14. 7. 精 。
玉川町

坂本盛得＊ 底児島県・薩摩田川又 士族 丈久1.9. 14. 3. l. 。。。
郡宮岐村

藤田 茂吉 佐伯県・盟後（！日姓・林） 平民 4. 11. 3. 19. 7.12. 。。。
高木喜一郎 豊前・中津 2. 11. 9. 19. 卒 。

＊ 井上克一→井上貫一 坂本盛得→坂元盛得 （『慶慮義塾入社帳』）

総上

前

回
U

n
H川

津

県
史

原

木

島
郎

＊

郎

一

五

市

四

点

承

孫

孫

明

一

野

多

参
一
多
多
本
上

（

－

波

本

＊

村

土族 5. 3. 18. I 15. I 7. 12. I協10

士族 4. 9. 13. 115. I I 10 

※ l 塾生演説団体

協：協議社，猶：猶興社，精：粕干社

※2 明治政談演説会

※3 来洋議政会

※4 立憲改進党員

入社・卒業年・・・明治

典拠：『郵便報知新聞』『慶謄義塾入社帳』

『慶熔義塾塾貝名簿』『慶J!!t,義塾総覧』
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第 2表経世社員一覧

入社 卒業 ※※ ※※  

氏名 出身地 身分 生年月 年月日 年令 年月 1 2 3 4 

小出儀一郎 高知県阿波国名束郡 士族 安政6.11. 12. 10. 1. 19.11. 14. 1. 。
住吉島村

渡部久馬八 越後長岡 士族 ケ4. 1. 7. 20. 9. 卒 。
高 橋正信 東京府本所緑町 士族 安政4.9. 11. 2. 18. 12. 2. 13. 1. 中市

高島小金治 熊谷県群馬郡前橋町 士族 7. 6. 11. 19. 5. 12. 7. 泊。
矢田 t責 和歌山県東牟婁郡 士族 万延1.12. 13. 1. 26. 19.10. 13.12. 。

新宮谷王子

渡辺 4青 愛媛県伊予国北宇和郡 平民 安政6.12. 12.10. 9. 14. 4. 。
岩谷村

山本長道

村田 壁 * 12.12. 1. 
北JI! 札弼 滋賀県越前回敦賀郡 平民 12. 2. 3. 14.12. 。

元比村

平賀 敏 静岡県駿河国安部郡 士族 12. 9.12. 18. 2. 14.12. 
束草深町

山崎程者 愛媛県伊予国温泉郡 士族 10.10. 20. 1. 12. 7. 
生淵町

山田要蔵 静岡県遠江田敷知郡 安政6.3. 12.11. 4. 19. 14. 4. 。。
（伊東） 都筑村

久代孝次郎 新潟県越前田中歌津郡 士族 万延1.3. 13. 4. 2. 。
高田四ノ辻通

岡 山達也 中津 4. 2. 29. 16. 7.12. 。
鎌 田栄吉 和歌山県 士族 7. 4.27. 16. 6. 8. 4. 。
門野幾之進 志州鳥羽 士族 2. 4.17. 14. 卒 。。

｜福津諭吉｜ ｜ 
浜野定四郎中注 ｜ ｜ゲ1.6. I I卒｜｜｜｜｜

※l 塾生演説団体

猶：猶興社，精：精干社
※2 明治政談演説会

※3 東洋議政会

※4 立憲改進党

＊ 法律学校入社年月日
入社・卒業年......明治（ケ：慶応，ゲ：元治）
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畳好同盟演説会について

第3表量好同盟演説会演説者一覧

開催月・日（明治14年）

177 

※ 7 7 8 8 9 9 

2 16 6 20 3 17 

山 崎 程 者 。。
池内源太郎 。。
井 上 克 一 ※ O 。。。。。
波 多 野 一 。。。。。
枝 元 長 ぷ ※ O 。。。。。
奥田直之助 ※ O 。。。。
矢野可宗 。。。。。。
溝部惟幾 ※ O 。。。
坂井次永 。。
犬養 毅 。
藤田茂吉 ム

高木喜一郎 ム

矢 野 貞 雄 。。。
高 橋 周 治 。。
梅 木 忠 朴 。
坂 本 盛 得

※印篠田鉱造『明治百話』にみる宣好同盟員

他に波多野承五郎，本多孫一（孫四郎ヵ），

村上貞一

6印外只（存貝）

10 10 

1 15 

。。
。

。。
。。
。。

ム ム

。
。。
。
。
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} j・口 演説者 i寅 題

9. 3 井上克一 不斬王倫国存t未可知

波多野ー 特別保護の性質を論ず

枝元長反 一商社の命JI,］（実ぞ社会の公益より重かιん
奥田直之助 時機失ふべからず

矢野五E~~ 片輪社会

矢野点地 我政府rj1来して白惚tiーなさ敗

高橋周治 代議政手j（の起る偶然に非ず

椋木忠朴 県論は公共心を須って勢力あり

9. 17 枝元長反 干渉論

矢野可宗 日出何者の竪（堅ヵ）儒か我外交の事を破る

井上克一 4具不戴天の敵とは夫れ誰を詔ふ子

奥田直之助 雨降りて地凝まる

矢野点雄 節義功名亦重からすや

高橋周治 日英両国の交際果たして親陸なるを得へき子

10. 1 井上克一 三千五百万人の戸は尚はー黒田清隆の芦に及ばず

枝元長反 日本の政治家

奥田直之助 当局者何そ輿論の向ふ処を察せざる

矢野可宗 情実政治

藤田茂吉 憂国の精神をして散処せしむべからず

高橋周治 敵に兵を貸す者は誰そ

梅木忠朴 革命の性格

10. 15 井上克一 碧眼奴輩の肝胆をして寒からしめよ

波多野ー 能給手段

枝元長反 日本の政治家

奥田直之助 強大なるを以て之をNる、勿かれ

矢野可宗 此膝一屈不可復イfl!
藤田茂吉 時事勢力の弁

矢野貞雄 発明の事を論す

高橋周治 忍べよや忍べよや
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量好同盟演説会について

第4表量好同盟演説会演題一覧（明治14年）

月・臼 演説者 ：貞 題

7. 2 池内源太郎 会社の瓦解

井 上 寛 一 ~Itか一回の主桂を有するものそ

波 多 野 一 陪審論

枝 元 長 辰 何をか善良政府と云ふ

奥田直之助 転はぬ先の杖

矢 野 可 宗 利害を異にする者は頼み難し

溝部惟幾 宣好i哉

坂 井 次 永 中央集権の余波

犬養 毅 航海の事を諭す

藤 田 茂 吉 地方税を濫用する勿かfL

山 崎 程 者 政府の持病

7. 16 井 上 寛 一 誰か一国の主権を有するものそ

波多野一 国権拡張の方法を論ず

枝元反長 専制は人の好む所

矢野可宗 我政府は賭博を禁じて賭博を許すの実あらざる子

溝 部 惟 幾 誰か老練家を以て自認するものぞ

坂井次永 束洋人の無気力は偶然に非ず

高木喜一郎 国会設立の近きにありとは決して信ず可らず

8. 6 波 多 野 一 如何にして参政の権を得ん

枝 元 長 辰 一国の不幸は官民の確執より大なるはなし

井上克一 客猶不属饗好以宝刀加渠頭

池内源太郎 執政者識を誤る勿かれ

矢 野 可 宗 尽ーの死法は以て万古の活人を制すへからず

奥田直之助 耶蘇教処分を諭す

j茸部惟幾 任他の世の111

山 崎 程 者 責任なき政府はなきに知かす

8. 20 井 上 克 一 喧臓の悔あらんよりは寧ろ政体変更の実挙ゐ札

波 多 野 一 祝すべきは開拓史処分か

枝 元 長 辰 官有物を論す

奥田直之助 人民の自由と衝突するものは夫れ只憲兵か

矢野可宗 結合の種類

溝部惟幾 内閣ー参議なし

矢 野 貞 雄 功成るの人何ぞ速やかに身を退けさる
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演説者 月・日 演 題

矢野可宗 7. 2 利害を異にする者は頼み難し

7. 16 我政府は賭博を禁じて賭博を許すの実あらざる乎

8. 6 尽ーの死法は以て万古の活人を制すへからす

8. 20 結合の種類

9. 3 片輪社会

9. 17 日出何者の竪（堅ヵ )1需か我外交の事を破る

10. 1 情実政治

10. 15 此膝ー屈不可復伸

溝部惟幾 7. 2 宣好哉

7. 16 誰か老練家を以て自認するものぞ

8. 6 任他の世の中

8. 20 内閣ー参議なし

坂井汰永 7. 2 中央集権の余波

7. 16 東洋人の無気力は偶然に非ず

犬養 毅 7. 2 航海の事を論す

藤田民吉 7. 2 地方税を濫用する勿かれ

10. 1 夏目の精神をして散処せしむべからず

・10. 15 時事勢力の弁

高木喜一郎 7. 16 国会設立の近きにありとは決して信ず可らず

矢野点雄 s. 20 功成るの人何ぞ速やかに身を退けさる

9. 3 我政府中果して自惚者なき欺

9. 17 節義功名亦重からすや

10. 15 発明の事を諭す

高橋周治 9. 3 代議政体の起る偶然に非ず

9. 17 日英両国の交際来たして親睦なるを得へき子

10. 1 敵に兵を貸す者は誰そ

10. 15 忍ぺょや忍べよや

梅木忠朴 9. 3 県論は公共心を須って勢力あり

10. 1 草命の性格

山崎程者 7. 2 政府の持婿

8. 6 責任なさ政府はなさに如かす

坂本盛得 10. 1 （演題記事なし）

典拠：郵便報知新聞
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量好同盟演説会について

第5表量好同盟演説会演題一覧（明治14年）

演説者 月・日 i寅 題

池内源太郎 7. 2 会社の瓦解

8. 6 執政者識を誤る勿かれ

井上克一 7. 2 ~ftか一国の主権を有するものそ

7. 16 誰か一回の主権を有するものそ

8. 6 客猶不属饗好以宝万加渠頭

8. 20 Plr｛眠、の悔あらんよりは寧ろ政体変更の実学ゐ札

9. 3 不車fr王倫国存亡未可知

9. 17 倶不戴天の敵とは夫れ誰を謂ふ乎

10. 1 三千五百万人の芦は尚ほー黒田清隆の芦に及ばず

10. 15 碧眼奴輩の肝胆をして寒からしめよ

波多3:i' ー 7. 2 陪審論

7. 16 国権拡張の方法を論ず

8. 6 如何して参政の権を得ん

8. 20 祝すべきは開拓史処分か

9. 3 特別保護の性質を論ず

10. 15 龍絡手段

枝元長 辰 7. 2 何をか普良政府と云ふ

7. 16 専市I］は人の好む所

8. 6 一国の不幸は官民の確執より大なるはなし

8. 20 官有物を諭す

9. 3 一商社の命豚実ぞ在会の公益より重からん

9. 17 干渉論

10. 1 日本の政治家

10. 15 日本の政治家

央田直之助 7. 2 転はぬ先の杖

8. 6 耶蘇教処分を諭す

8. 20 人民の自由と衝突するものは夫れ只憲兵か

9. 3 時機失ふべからず

9. 17 雨降りて地凝まる

10. 1 当局者何そ県論の向ふ処を察せざる

10. 15 強大なるを以て之を畏る、勿か札
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第 6表嵩好同盟員履底

「

住所・職業 住 所 ・ 職 業

山崎程者 44 i支 犬養 事足 24 京京麹町区五番町

池内源太郎 24 宮崎県延岡本小路
29 

京京市牛込区市谷砂土原町

29 宮崎県岡宮村本小路 衆議院議員

33 宮崎県岡宮村延岡本小路 33 
東京市牛込区早稲田馬場下町

宮崎県延岡町本小路
衆議院議員

44 
本小路衛生組合長 東京r1J牛込区早稲田馬場下町

44 

井上克一
衆議院議員

波多野ー 24 山口県玖河郡 岩国学校
矢野貞雄

29 山口県吉敷郡上宇野令村
高橋周治

33 山口県吉敷郡上宇野令村 梅 木 忠 朴 44 
神戸市兵庫三川口

市立兵庫実業補習学校
44 没

坂本盛得
枝元長辰 33 Bt 

藤fl) 茂吉 44 i交
奥田直之助 24 鹿児島県日置郡串木野上名村

高木喜一郎 24 大阪毎日新聞社
鹿児島県口置郡串木野上名村

29 大阪府西成郡曽根崎村
県会議員

大阪毎日新聞社
鹿児島県日置郡串木野上名村 29 

日本建築合資会社33 
県会議員 関西石材株式会社取締役

44 鹿児島市池之上町 大阪府西成郡曽根崎村

矢野可宗 24 兵庫県神戸栄町 玉川村土 33 日本建築合資会社

29 愛城県松山市紙屋町
関西石材株式会社取締役

33 i交 44 i支

溝部維幾 24 島根県庁

29 
東京市赤坂区氷川町 波多野 24 東京京橋区加賀町

三井鉱山合名会社 承五郎 東京市麹町区一番町

栃木県宇都宮市二里山官合
29 

三井銀行支配人
33 

栃木県知事
東京市芝区新浜町

44 j支 33 
三井銀行理事

坂井次氷 24 青森県電信郵便局 東京市麹町区上二番町
44 

三井合名会社参事青森県青森浦町
29 

青森県電信郵便局 本田孫四郎 東京京橋区銀座24 

33 京都市上京区岡崎町 44 ？~ 

44 
京都市三条大橋東誌 村 上 貞 一

京都市三条大橋郵便局長 央拠：『慶応義塾入社帳』『慶熔義塾塾員名簿』
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〈
資
料
〉量

好
同
盟
演
説
会
演
説
記
録

山
一
且
好
同
盟
に
よ
る
政
談
演
説
会
の
演
説
記
録
四
篇
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
注
記
し
た
典
拠
に
よ
り
こ
こ
に
再
録
す
る
。
再
録
に
あ
た
り
漢

字
の
用
字
は
原
則
と
し
て
現
行
通
用
の
字
体
と
し
た
。
変
体
仮
名
、
合

字
な
ど
に
つ
い
て
も
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
仮
名
の
清
渇
は
原
文
の

ま
主
で
あ
る
。
原
文
に
は
な
い
句
読
点
を
筆
者
の
責
任
に
お
い
て
適
宜

施
し
た
。

（注）

転
パ
ヌ
先
ノ
杖

宣
好
同
盟
演
説
会

奥
田
直
之
助

置好同盟演説会について

諺
ニ
目
、
転
パ
ヌ
先
ノ
杖
ナ
リ
ト
。
宜
哉
、
凡
ソ
世
ノ
中
ノ
事
ハ
転

パ
ヌ
前
ノ
要
心
ヨ
リ
緊
要
ナ
ル
ハ
ナ
シ
。
何
事
モ
未
ダ
作
ラ
ヌ
内
一
一
安

心
シ
置
カ
ズ
ン
パ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
サ
リ
ト
テ
世
ノ
中
ノ
事
皆
一
朝
偶

然
ニ
作
ル
者
ト
セ
パ
詮
ナ
キ
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
十
日
人
モ
言
へ
ル
言
ア
リ
。

禍
ノ
作
ル
ハ
作
ル
ノ
日
ニ
作
ラ
ズ
、
亦
タ
必
ズ
由
テ
兆
ス
所
ア
リ
ト
。

故
ニ
禍
ノ
作
ル
ハ
必
ズ
兆
ス
所
ア
リ
テ
前
ヨ
リ
要
心
ノ
出
来
ヘ
キ
者
ナ

リ
。
之
ヲ
怠
ル
コ
ト
ア
ラ
ザ
レ
パ
如
何
ナ
ル
事
変
一
一
遭
逢
セ
シ
迫
、
狼

狽
後
悔
ス
ル
コ
ト
ノ
ア
ル
ベ
キ
理
ナ
シ
。
世
間
往
々
狼
狽
ス
ル
者
ノ
現

出
ス
ル
ハ
所
謂
転
パ
ヌ
先
ノ
杖
ト
云
フ
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
否
、

無
事
ノ
日
ニ
当
リ
テ
予
メ
不
思
－
一
備
フ
ル
コ
ト
ヲ
怠
ル
ガ
故
ナ
リ
。
今
、

弦
ニ
、
一
家
ヲ
破
リ
財
産
ヲ
失
ヒ
、
父
母
ヲ
シ
テ
依
頼
ス
ル
所
ナ
グ
妻
子

ヲ
シ
テ
飢
寒
ニ
苦
マ
シ
ム
ル
者
ア
リ
ト
セ
ン
カ
、
是
レ
必
ズ
何
事
カ
事

変
ニ
避
逢
シ
テ
然
ル
ナ
ル
ベ
シ
ト
雄
、
其
由
テ
兆
ス
所
ハ
其
事
変
ノ
作

ル
ノ
日
ニ
非
ズ
。
以
前
官
裕
ナ
ル
ト
キ
余
財
ヲ
貯
蓄
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、

後
日
ノ
計
ヲ
怠
リ
シ
ト
キ
ニ
原
因
ス
ル
ナ
ラ
ン
。
若
シ
此
等
ノ
輩
一
一
シ

テ
余
財
ヲ
貯
蓄
シ
後
日
ノ
不
思
一
一
備
フ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
シ
ナ
レ
パ
、
一

朝
ノ
事
変
－
一
逢
遭
セ
シ
ト
テ
何
ソ
俄
カ
ニ
如
斯
ノ
不
幸
一
一
陥
ル
コ
ト
ア

ラ
ン
ヤ
。

一
家
一
人
ノ
事
一
一
付
テ
然
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
一
国
政
府
ノ
事
モ
亦
然

リ
。
政
府
ガ
一
朝
事
ア
ル
一
一
当
リ
テ
狼
狽
後
悔
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
是
レ

皆
転
パ
ヌ
先
ノ
杖
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ガ
故
ナ
リ
。
目
前
ノ
小
安
ヲ
倫
ン
デ
後

日
ノ
計
ヲ
怠
リ
シ
ガ
故
ナ
リ
。
若
シ
治
ニ
居
テ
乱
ヲ
忘
レ
ス
、
無
事
ノ

日
ニ
当
テ
予
メ
不
慮
一
一
備
フ
ル
コ
ト
ア
レ
ハ
、
何
ゾ
内
憂
外
忠
－
一
苦
シ

マ
ン
。
何
ゾ
一
朝
ニ
シ
テ
亡
滅
ス
ル
ガ
如
キ
事
ア
ラ
ン
。
徳
川
踊
府
ノ

政
権
ヲ
失
ヒ
、
ゴ
一
百
年
来
ノ
偉
業
ヲ
シ
テ
一
朝
烏
有
一
一
帰
セ
シ
メ
シ
ハ

抑
モ
何
故
ゾ
ヤ
。
是
レ
末
世
一
一
於
テ
一
二
ノ
苛
虚
失
政
ア
リ
シ
ガ
為
カ
。

否
、
決
シ
テ
然
ラ
ズ
。
其
政
権
ヲ
失
ヒ
一
朝
亡
滅
ノ
禍
ヲ
招
キ
タ
ル
ハ

必
ズ
由
テ
兆
ス
処
ア
リ
テ
存
ス
ル
ナ
リ
。
彼
三
代
将
軍
以
後
一
一
至
リ
テ
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ハ
慨
ネ
祖
宗
家
康
ガ
難
難
辛
苦
ヲ
嘗
メ
テ
大
業
ヲ
起
シ
タ
ル
ノ
事
ヲ
志

レ
、
「
勝
ツ
テ
兜
ノ
緒
ヲ
締
メ
ヨ
」
ト
ノ
教
戒
モ
顧
ミ
ズ
、
治
平
ノ
名

ニ
安
ジ
後
日
ノ
計
ヲ
思
ハ
ズ
、
騎
者
ヲ
極
メ
酒
色
一
一
耽
リ
政
治
ヲ
怠
リ

シ
ハ
是
レ
亡
滅
ノ
禍
ヲ
招
キ
シ
原
因
ト
云
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
若
シ
如

斯
ノ
事
ナ
ク
シ
テ
租
宗
ノ
遺
意
ヲ
孜
々
ト
シ
テ
政
事
ヲ
怠
ル
事
ナ
ケ
レ

パ
、
仮
令
末
世
一
一
ア
失
政
ア
ル
モ
伏
見
ノ
一
戦
何
ゾ
コ
一
百
年
来
ノ
偉

業
ヲ
亡
ポ
ス
ヲ
得
ン
ヤ
。
近
ク
ハ
現
時
財
政
ノ
困
難
－
一
昔
ム
ヲ
見
ヨ
。

一
二
年
来
何
カ
失
政
ア
リ
シ
ガ
為
メ
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
必
ズ
ヤ
由
テ
兆

ス
所
ア
ル
ベ
シ
。
彼
ノ
徳
川
政
府
疲
弊
ノ
後
ヲ
承
ヶ
、
且
、
維
新
以
来

内
外
多
事
巨
額
ノ
金
ヲ
要
セ
シ
ヲ
以
テ
今
日
ノ
結
果
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
レ

リ
。
若
シ
、
如
斯
コ
ト
ナ
グ
シ
テ
入
ル
ヲ
量
リ
テ
出
ツ
ル
ヲ
節
シ
必
要

ナ
ラ
ザ
ル
ノ
事
業
一
一
干
渉
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
リ
セ
パ
、
未
ダ
現
時
ノ
困
難

ニ
至
ラ
ザ
ル
モ
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
然
レ
ト
モ
是
レ
ハ
既
往
ノ
事
－
一
シ
テ
、

恰
モ
死
児
ノ
年
ヲ
数
フ
ル
ト
一
般
殆
ン
ド
無
用
ノ
冗
言
ナ
ル
ガ
如
シ
ト

雌
ト
モ
、
吾
輩
ノ
此
言
ヲ
吐
ク
亦
故
ナ
キ
ニ
非
ズ
。
即
、
既
往
ノ
例
ヲ

推
シ
テ
将
来
ヲ
戒
メ
、
転
バ
ヌ
先
ノ
杖
ト
云
フ
ヲ
以
テ
諒
一
一
陳
述
ス
ル

処
プ
ラ
ン
ト
ス
ル
也
。

今
ヤ
我
困
、
内
ニ
シ
テ
ハ
財
政
ノ
困
難
ア
リ
。
外
ニ
シ
テ
ハ
条
約
改

正
、
琉
球
論
ノ
紛
議
等
ア
リ
。
実
－
一
内
外
多
難
ノ
時
ナ
リ
ト
雌
ト
モ
、

廟
堂
諸
公
－
一
取
リ
テ
ハ
昨
年
一
一
比
ス
レ
パ
柏
々
寧
歳
ト
云
フ
ベ
キ
カ
。

夫
レ
昨
年
ハ
銀
貨
ノ
濫
高
下
ア
リ
。
従
テ
諸
物
価
騰
貴
シ
、
加
フ
ル
ニ

国
会
請
願
者
西
ヨ
リ
東
ヨ
リ
輩
下
一
一
集
リ
、
天
下
ノ
人
心
何
々
ト
シ
テ

寧
カ
ラ
ザ
ル
カ
如
シ
。
故
ヲ
以
テ
当
路
者
モ
少
シ
グ
配
慮
ス
ル
処
ア
リ

シ
ナ
ラ
ン
。
然
レ
ト
モ
、
今
年
今
日
ハ
銀
貨
ノ
変
動
モ
甚
シ
カ
ラ
ズ
。

米
価
モ
梢
々
下
落
シ
、
国
会
論
者
ノ
請
郎
、
モ
ナ
グ
、
唯
、
秋
田
島
根
等

－
一
少
シ
ク
暴
動
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ア
リ
シ
ノ
ミ
。
故
ニ
、
廟
堂
諸
公
－
一
於

テ
モ
、
天
下
ハ
平
穏
ノ
姿
ナ
リ
ト
テ
安
堵
安
心
ノ
思
ヒ
ア
リ
ト
ノ
評
語

ヲ
下
ス
者
ナ
キ
ニ
非
ス
。
是
、
実
ニ
、
余
輩
ガ
憂
ト
ス
ル
所
－
一
シ
テ
陳

述
セ
ン
ト
欲
ス
ル
処
ナ
リ
。
何
ゾ
ヤ
。
古
人
モ
一
士
一
口
ヘ
ル
事
ア
リ
。
変
動

以
テ
治
安
ヲ
維
持
シ
、
天
下
治
平
ノ
名
ア
リ
テ
而
シ
テ
治
平
ノ
実
ナ
ク
、

憂
フ
ベ
キ
ノ
勢
ア
リ
テ
憂
フ
ベ
キ
ノ
形
ナ
キ
ハ
是
レ
天
下
ノ
大
患
ナ
リ

ト
。
然
リ
ト
雌
ト
モ
我
政
府
ハ
賢
明
ナ
リ
。
我
間
堂
諸
公
ハ
俊
傑
ナ
リ
。

必
ズ
ヤ
治
ニ
居
テ
乱
ヲ
忘
レ
ズ
、
無
事
ノ
時
一
一
当
リ
テ
予
メ
不
慮
一
一
的

フ
ル
ガ
如
キ
深
謀
遠
慮
ノ
在
ル
ア
ル
ハ
余
輩
ノ
信
ジ
テ
疑
ハ
ザ
ル
処
ナ

リ
ト
雄
、
目
前
ノ
小
安
ヲ
見
テ
他
日
ノ
乱
原
ト
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ぺ

古
今
其
例
多
キ
ヲ
憂
へ
柳
カ
賛
言
ヲ
費
ス
所
以
ナ
リ
。

国
会
論
ノ
我
国
－
一
起
リ
シ
ヨ
リ
諒
一
一
年
ア
リ
。
而
シ
テ
昨
年
ノ
如
キ

ハ
其
最
モ
甚
シ
キ
時
ト
謂
ツ
ベ
シ
。
或
ハ
元
老
院
－
一
建
白
シ
太
政
官
一
一

請
願
シ
、
甲
去
レ
ハ
乙
至
リ
、
丙
退
ケ
パ
丁
論
ズ
ル
ニ
至
ル
。
亦
盛
ナ

ラ
ズ
ヤ
。
然
ル
ニ
今
年
ニ
至
リ
テ
一
人
ノ
之
一
一
継
ク
者
ナ
キ
ハ
抑
モ
何

ゾ
ヤ
。
集
会
条
例
出
デ
シ
ガ
為
メ
カ
、
請
願
手
続
ヲ
布
告
セ
シ
ガ
為
メ

（
民
カ
）

ヵ
。
此
一
片
ノ
布
告
ノ
力
能
ク
人
氏
政
治
上
ノ
思
想
ヲ
撲
滅
ス
ル
ヲ
得

ベ
キ
カ
。
是
レ
智
者
ヲ
待
テ
後
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
九
ソ
世
ノ
中
ノ
物
ハ

時
ニ
従
テ
変
化
ス
ル
ア
ル
モ
、
有
ヲ
消
シ
テ
無
ニ
帰
ス
ル
事
能
ハ
ズ
。
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況
ヤ
天
賦
ノ
自
由
思
想
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。
然
レ
ハ
則
何
ヲ
以
テ
斯
グ
立
消

へ
ノ
姿
ト
ナ
ル
カ
。
諸
君
知
ラ
ズ
ヤ
。
鷲
ノ
将
一
一
持
タ
ン
ト
ス
ル
ヤ
必

ズ
先
ヅ
羽
ヲ
収
メ
、
蟻
尺
ノ
伸
ヲ
取
ル
ヤ
必
ズ
屈
ス
ト
云
へ
ル
事
ヲ
。

今
少
シ
グ
平
穏
ナ
ル
ガ
如
キ
者
ハ
、
他
日
大
一
一
為
ス
所
ア
ラ
ン
カ
為
一
一

ア
ラ
ザ
ル
ナ
キ
欺
。
若
シ
然
リ
ト
考
フ
ル
時
ハ
今
ヨ
リ
早
グ
転
バ
ヌ
先

ノ
杖
ト
ハ
何
ゾ
ヤ
。
目
、
国
会
開
設
是
レ
ナ
リ
。
国
会
ニ
シ
テ
開
設
セ

パ
終
始
顛
蹟
ノ
患
ナ
ク
、
其
杖
一
一
依
リ
テ
我
至
ラ
ン
ト
ス
ル
所
へ
達
シ

得
ベ
キ
ナ
リ
。
故
一
一
宜
シ
グ
国
会
開
設
ニ
着
手
ス
ベ
シ
ト
云
爾
。

（
注
）
明
治
一
四
年
七
月
二
日
演
説
。
『
名
家
演
説
集
誌
・
第
四
号
』
（
明
治
一

四
年
八
月
刊
）
よ
り
再
録
。

社

説き

左
ノ
一
篇
ハ
藤
田
茂
吉
カ
明
治
会
堂
ニ

演
説
セ
ル
大
意
ナ
リ
友
部
鴻
漸
筆
記

宣好同盟演説会について

制
人
ノ
諺
一
一
日
グ
、
代
議
士
無
ク
ン
ハ
租
税
有
ル
コ
ト
無
シ
ト
。
蓋

シ
、
代
議
士
ヲ
以
テ
議
定
セ
サ
ル
ノ
租
税
ハ
人
民
之
レ
ヲ
納
ム
ル
ノ
義

務
無
キ
ヲ
謂
フ
ナ
リ
。
故
三
徴
税
者
ハ
先
ツ
徴
税
ス
可
キ
ノ
理
義
ヲ

明
カ
ニ
セ
サ
ル
可
ラ
ス
。
納
税
者
ハ
先
ツ
納
税
ス
ベ
キ
ノ
義
務
ヲ
明
カ

ニ
セ
サ
ル
可
ラ
ス
。
徴
税
法
三
民
ラ
ス
シ
テ
理
義
明
カ
ナ
ラ
ハ
、
金
額

（
寡
カ
u

ノ
多
口
幾
万
円
ニ
及
フ
モ
人
民
ハ
之
レ
ヲ
拒
マ
サ
ル
可
シ
。
若
シ
夫
レ

徴
税
其
法
ヲ
得
ス
シ
テ
理
義
明
カ
ナ
ラ
ス
ン
ハ
、
一
文
半
銭
ノ
少
キ
ト

雌
モ
人
民
ハ
之
レ
ヲ
納
ム
ル
ヲ
願
ハ
サ
ル
可
シ
。
税
額
ノ
多
寡
ハ
固
ヨ

リ
徴
税
ノ
理
義
一
一
関
セ
ス
、
一
文
半
銭
ト
雌
モ
理
義
－
一
背
テ
出
タ
ス
可

キ
ノ
謂
ナ
シ
。
萄
ク
モ
理
義
ア
ラ
ハ
百
万
ノ
多
キ
モ
辞
ス
可
ラ
サ
ル
時

ア
リ
。
世
ノ
納
税
者
此
理
ヲ
明
ニ
セ
ス
、
或
ハ
日
ク
、
徴
税
ノ
法
正
シ

カ
ラ
ス
ト
雌
モ
金
額
極
メ
テ
少
シ
、
暫
ク
之
ヲ
納
ム
ル
モ
可
ナ
リ
ト
。

此
ノ
如
キ
ハ
唯
徴
税
ノ
多
寡
ヲ
以
テ
支
出
ス
ル
ト
否
ト
ヲ
決
ス
ル
モ
ノ

（
ニ
カ
）

ナ
リ
。
菅
口
納
税
ノ
理
義
一
一
背
ク
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
国
民
タ
ル
ノ
義
務
ヲ
失

フ
モ
ノ
ト
謂
フ
可
シ
。
若
シ
代
議
士
一
一
因
リ
テ
税
ヲ
徴
ス
ル
ノ
法
ナ
ク

ン
ハ
則
止
マ
ン
。
萄
ク
モ
其
法
ア
ラ
ハ
如
斯
ノ
主
義
一
一
由
リ
テ
納
税
ス

可
キ
ノ
謂
ア
ラ
ン
ヤ
。

今
ヤ
我
邦
国
会
未
夕
立
タ
ス
。
代
議
士
ヲ
以
テ
国
費
ヲ
議
ス
ル
ヲ
得

ズ
。
国
税
一
一
附
テ
ハ
人
民
未
タ
其
当
否
ヲ
論
シ
其
議
事
ヲ
以
テ
法
律
ト

ナ
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
。
故
三
国
税
一
一
関
シ
テ
ハ
余
輩
ハ
未
タ
何

如
ン
ト
モ
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
地
位
－
一
居
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
唯
々
諾
々
政

府
ノ
命
ス
ル
所
一
一
従
テ
有
血
ヲ
奉
呈
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
然
レ
ト
モ
地
方

税
ニ
至
リ
テ
ハ
我
地
方
人
民
ハ
既
一
一
其
徴
収
支
、
将
－
一
橡
ヲ
容
ル
、
ノ

権
利
ヲ
有
セ
リ
。
今
日
、
我
府
県
会
ノ
権
利
不
充
分
ナ
ル
ハ
回
ヨ
リ
ナ

リ
ト
モ
、
府
県
会
一
一
附
与
セ
ラ
レ
タ
ル
権
利
ヲ
以
テ
代
議
士
ハ
猶
徴
税

ノ
不
当
ヲ
牽
制
ス
ル
ノ
力
ヲ
有
シ
タ
リ
ト
謂
フ
可
シ
。
安
ン
ゾ
其
権
利

ノ
不
充
分
ナ
ル
カ
為
メ
ニ
代
議
士
ノ
任
ヲ
尽
ス
能
ハ
ス
ト
云
フ
ノ
理
ア

ラ
ン
ヤ
。
余
翠
ハ
今
日
ノ
代
議
士
一
一
望
ム
所
ハ
比
一
一
外
ナ
ラ
サ
ル
ラ
リ
＠
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然
リ
而
シ
テ
、
今
日
、
地
方
議
会
一
一
現
ハ
ル
、
所
ノ
事
実
一
一
付
キ
、

余
輩
ノ
殊
－
一
満
足
セ
サ
ル
所
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
蓋
シ
、
今
日
ノ
府
県
会

議
員
ハ
才
学
智
識
ア
ル
ノ
士
ニ
ア
ラ
ス
ン
ペ
則
、
老
錬
若
実
ノ
人
ナ

ル
ヲ
信
ス
ル
ナ
リ
。
故
ニ
、
其
代
議
士
ノ
任
ヲ
負
テ
議
場
ニ
上
ル
ヤ
、

回
ヨ
リ
徴
税
ノ
理
義
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
殊
一
一
地
方
税
ヲ
シ
テ
濫
用
ニ
帰
セ

サ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
深
慮
ス
ル
ヤ
明
ナ
リ
。
又
其
持
説
ノ
行
ハ
レ
サ
ル

カ
為
メ
ニ
人
民
ノ
膏
血
ヲ
シ
テ
府
化
セ
シ
ム
ル
カ
如
キ
コ
ト
ア
ル
可
ラ

ス
。
議
員
一
朝
意
ヲ
居
ク
ノ
正
シ
カ
ラ
サ
ル
ヨ
リ
、
租
税
ヲ
シ
テ
其
効

ヲ
全
フ
セ
シ
メ
ズ
、
夫
ノ
粒
々
辛
苦
ア
ル
民
一
骨
ヲ
腐
化
セ
シ
メ
テ
、
遂

一
一
濫
用
ノ
悪
字
国
ヲ
以
テ
其
支
弁
ヲ
評
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ア
リ
。

忠
ハ
サ
ル
可
ク
ン
ヤ
。

余
輩
ノ
聞
ク
所
一
一
拠
レ
ハ
、
某
県
会
ノ
如
キ
ハ
其
地
方
税
ノ
項
目
中
、

議
会
ノ
意
見
ニ
適
ハ
サ
ル
所
ア
リ
ト
雌
モ
、
政
府
ノ
法
律
ヲ
以
テ
定
メ

タ
ル
箇
条
ナ
レ
ハ
、
県
会
ノ
権
利
ヲ
以
テ
之
ヲ
廃
棄
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ニ

ヨ
リ
、
故
ラ
ニ
其
費
用
一
一
節
減
ヲ
加
へ
テ
人
民
ノ
決
意
ヲ
示
シ
、
以
テ

政
府
ノ
其
法
律
ヲ
改
良
ス
ル
ニ
注
意
セ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
タ
リ
ト
。
是
レ
、

果
シ
テ
実
事
ナ
ル
ヲ
判
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
雌
モ
、
現
－
一
東
京
府
会

－
一
於
テ
モ
比
一
一
類
ス
ル
ノ
コ
ト
ナ
キ
一
一
ア
ラ
ス
。
余
輩
ノ
問
ク
所
一
一
拠

レ
ハ
、
東
京
府
会
ニ
於
テ
師
範
学
校
ノ
羽
目
ヲ
議
ス
ル
ニ
当
リ
、
其
議
只

ハ
師
範
学
校
ノ
無
益
ナ
ル
モ
政
府
ノ
法
律
一
一
出
リ
テ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ

レ
ハ
、
之
ヲ
奈
何
ン
ト
モ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
カ
故
ニ
、
其
費
目
ヲ
減

シ
テ
実
行
－
一
差
支
ヲ
生
セ
シ
メ
、
以
テ
政
府
一
一
其
改
良
ノ
至
当
ナ
ル
ヲ

示
ス
ニ
若
カ
ス
ト
明
言
セ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
。
此
言
ノ
如
キ
ハ
、
決
シ
テ

東
京
府
会
カ
師
範
学
校
ノ
費
目
ヲ
議
決
シ
タ
ル
ノ
主
意
一
一
ア
ラ
サ
ル
可

シ
。
又
、
此
ノ
如
キ
ノ
精
神
ハ
他
ノ
議
決
ニ
及
ヒ
タ
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
可

シ
。
然
レ
ト
モ
、
万
一
此
ク
ノ
如
キ
ノ
精
神
ヲ
以
テ
議
決
ス
ル
カ
如
キ

コ
ト
ア
ラ
ハ
、
府
民
ノ
不
幸
之
レ
ヨ
リ
甚
シ
キ
ハ
ナ
シ
。
凡
ソ
、
今
日

ノ
代
議
士
タ
ル
者
ハ
、
先
ツ
現
在
ノ
法
律
ヲ
以
テ
如
何
ナ
ル
権
利
ヲ
附

与
セ
ラ
レ
タ
ル
カ
ヲ
知
リ
、
其
法
律
内
ニ
至
当
ノ
事
ヲ
求
メ
、
最
良
ノ

結
果
ヲ
望
マ
サ
ル
可
ラ
ス
。
法
律
ノ
改
革
ニ
就
テ
意
見
ア
レ
ぺ
之
レ

ヲ
政
府
－
一
請
願
ス
ル
モ
亦
可
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
之
ヲ
請
願
ス
ル
以
上
ぺ

熱
心
以
テ
其
実
行
一
一
求
メ
サ
ル
可
ラ
ス
。
今
ヤ
然
ラ
ス
。
既
ニ
、
法
律

ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
議
事
ヲ
以
テ
勤
カ
ス
可
ラ
ス
ト
シ
、
其

費
用
ヲ
減
シ
テ
其
事
ノ
哀
微
ヲ
促
カ
シ
、
議
決
ヲ
以
テ
暗
一
一
法
律
ノ
行

ハ
レ
サ
ル
ヲ
求
ム
ル
カ
如
キ
ア
ラ
ハ
、
地
方
議
会
カ
其
地
方
ノ
為
メ
ユ

謀
ル
ノ
道
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
蓋
シ
、
議
会
ハ
此
ノ
如

キ
場
合
一
一
於
テ
只
口
点
ノ
決
ス
可
キ
ア
ル
ノ
ミ
。
若
シ
、
夫
レ
法
律
ノ

完
全
ナ
ラ
サ
ル
ヨ
リ
、
法
律
一
一
従
フ
コ
ト
能
ハ
ス
ト
セ
ン
カ
、
宜
ク
進

ン
テ
法
律
ノ
改
革
ヲ
求
ム
可
シ
。
若
シ
、
巳
ム
ヲ
得
ス
シ
テ
法
律
－
一
遵

テ
事
ヲ
行
フ
ト
セ
ン
カ
、
宜
ク
其
法
律
ノ
下
一
一
効
ヲ
全
フ
ス
ル
ヲ
謀
ラ

サ
ル
可
ラ
ス
。
今
ヤ
然
ラ
ス
、
法
律
一
一
道
フ
テ
効
ヲ
行
ヒ
ナ
カ
ラ
、
却

テ
其
事
ヲ
不
完
全
ナ
ラ
シ
メ
、
為
メ
ニ
費
ヤ
ス
所
ノ
金
円
ヲ
シ
テ
、
恰

カ
モ
河
中
ニ
投
ス
ル
カ
如
ク
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
、
果
シ
テ
何
ノ
心
ソ
ヤ
。

法
律
ヲ
改
ム
ル
ト
改
メ
サ
ル
ト
ハ
政
府
ノ
意
ニ
ア
リ
。
政
府
若
シ
幾
年
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ヲ
経
ル
モ
之
ヲ
改
メ
ズ
ン
ハ
、
議
会
ハ
年
々
若
干
ノ
金
ヲ
河
中
－
一
投
セ

サ
ル
ヲ
得
ス
。
是
レ
、
議
会
白
ラ
租
税
ヲ
濫
用
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
余
輩

ハ
議
員
ノ
深
ク
コ
、
ニ
注
意
シ
テ
、
此
ノ
如
キ
コ
ト
無
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ

希
望
ス
ル
ナ
リ
。

（
注
）
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
一
四
年
七
月
四
日
社
説
。
畳
好
同
盟
七
月
二

日
演
説
、
藤
田
茂
吉
「
地
方
税
ヲ
濫
用
ス
ル
勿
カ
レ
」

制 尽
スー
可 ノ
ラ死
ズさ法

以
ァ

万
古
ノ

活
人
ヲ

笠
好
同
盟
演
説
会

矢
野
可
宗

室；好同盟演説会について

抑
モ
、
法
律
ト
ハ
果
シ
テ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ゾ
。
則
チ
、
政
府
ガ
社
会

公
衆
ノ
安
寧
保
護
ア
計
ラ
ン
ガ
為
メ
、
コ
ノ
事
ハ
世
間
一
一
害
ア
リ
為
ス

可
ラ
ズ
、
コ
ノ
業
ハ
人
民
一
一
不
為
メ
ナ
リ
営
ム
可
ラ
ズ
ト
、
常
－
一
五
日
人

ノ
安
全
幸
福
ヲ
標
準
ト
ナ
シ
、
苛
モ
之
ヲ
同
ゲ
之
ヲ
傷
フ
モ
ノ
ハ
一
切

之
ヲ
禁
セ
ン
ガ
為
メ
設
ク
ル
モ
ノ
円
一
応
ナ
リ
。
此
法
律
ヤ
手
ア
リ
テ
白
ラ

働
グ
ニ
非
ズ
。
体
ア
リ
テ
白
ラ
勤
ク
ニ
非
ズ
。
唯
是
レ
一
個
無
形
ノ
死

物
ノ
ミ
。
若
シ
、
其
佐
一
一
シ
テ
差
措
ン
乎
、
決
シ
テ
社
会
一
一
向
テ
一
山
古

ヲ
そ
禁
ズ
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
一
弊
ヲ
モ
除
ク
コ
ト
能
ハ
ズ
。
宅
モ
其
法

律
タ
ル
ノ
効
用
ヲ
見
ル
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
故
一
一
、
此
法
律
ヲ
シ
テ
真
一
一

其
法
律
タ
ル
ノ
実
効
ヲ
奏
セ
シ
メ
、
其
利
益
ヲ
生
ゼ
シ
メ
ン
ニ
ハ
人
ア

リ
テ
之
ヲ
働
カ
シ
メ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。
人
ア
リ
テ
之
ヲ
動
カ
シ
メ
ザ
ル
ベ

カ
ラ
ズ
。
之
ヲ
演
劇
－
一
睦
言
フ
。
法
律
ハ
猶
ホ
其
仕
組
ノ
如
ク
之
ヲ
働
カ

シ
ム
ル
ノ
人
ハ
猶
ホ
俳
優
ノ
如
キ
乎
。
夫
レ
カ
ノ
演
劇
ヤ
如
何
ニ
。
其

仕
組
立
一
訳
ニ
整
理
シ
充
分
一
一
備
足
シ
、
一
世
ノ
人
情
時
態
ヲ
模
写
シ
テ

真
ニ
逼
ル
ノ
妙
ア
ル
者
－
一
テ
、
政
曲
中
ノ
巨
壁
ト
称
ス
ル
彼
ノ
忠
臣
蔵

ノ
如
ク
ナ
ル
モ
、
其
仕
組
ハ
独
自
ニ
テ
妙
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
。
若
シ
、

其
佳
一
一
シ
テ
置
ン
ニ
ハ
只
一
個
ノ
狂
言
ノ
仕
組
ノ
ミ
。
無
学
ノ
槍
爺
ヲ

シ
テ
善
ヲ
勧
メ
シ
ム
ル
能
ハ
ズ
。
無
智
ノ
野
掘
ヲ
シ
テ
悪
ヲ
懲
シ
ム
ル

能
ハ
ズ
。
決
シ
テ
演
劇
ノ
実
価
ハ
之
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
此
演
劇
ヲ
シ
テ
真

－
一
劇
タ
ル
－
一
背
カ
ザ
ル
ノ
実
価
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ニ
ハ
、
則
チ
、
俳
優
ヲ

シ
テ
之
ヲ
実
地
一
一
演
セ
シ
メ
之
ヲ
現
状
一
一
擬
セ
シ
メ
サ
ル
ヲ
得
ズ
。
今
、

夫
レ
、
法
律
ノ
如
キ
モ
之
一
一
具
ナ
ラ
ズ
。
政
府
ア
リ
テ
之
ヲ
働
カ
シ
メ

活
機
ヲ
得
テ
以
テ
其
効
用
ヲ
生
ズ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
其
本
質
タ
ル
之
ヲ

称
シ
テ
死
物
ト
為
サ
マ
ル
可
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
己
業
ニ
法
律
ヤ
死
物
ナ
リ
。

市
シ
テ
、
此
死
物
ヲ
以
テ
検
束
シ
其
範
囲
内
ニ
寵
絡
セ
ン
ト
ス
ル
社
会

ノ
人
間
ナ
ル
者
ハ
之
－
一
兵
ナ
リ
、
健
全
ノ
体
躯
ヲ
有
シ
強
壮
ノ
手
足
ヲ

具
シ
、
旦
ツ
事
物
ヲ
思
慮
ス
ル
ノ
精
神
ヲ
モ
持
シ
タ
ル
一
個
ノ
真
活
物

ニ
シ
テ
、
年
所
ヲ
経
ル
ニ
随
ヒ
其
身
体
精
神
ハ
共
一
一
発
達
シ
テ
止
ザ
ル

モ
ノ
ナ
リ
。
決
シ
テ
万
古
一
一
渉
リ
テ
一
定
変
ゼ
ザ
ル
ノ
死
物
ニ
ハ
非
ザ

ル
ナ
リ
。
鳴
呼
、
之
ヲ
制
御
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
法
律
ヤ
死
物
ナ
リ
。
制
御

セ
ラ
ル
、
ノ
人
間
ヤ
活
物
ナ
リ
。
死
ヲ
以
テ
活
ヲ
待
ツ
。
施
政
ノ
事
亦

難
シ
ト
謂
可
シ
。
法
律
ト
人
民
ト
ノ
関
繋
ヤ
夫
レ
如
斯
、
一
ハ
死
物
ニ
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シ
テ
機
－
一
臨
ン
デ
活
動
ス
ル
コ
ト
ナ
グ
、
一
ハ
全
ク
之
－
一
反
シ
自
動
自

働
ノ
活
機
ヲ
有
シ
、
常
－
一
変
遷
シ
テ
極
マ
リ
ナ
キ
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
両
者

ノ
其
趣
ヲ
具
ニ
ス
ル
、
山
豆
ニ
官
ニ
氷
炭
相
容
ザ
ル
ノ
比
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
。

其
法
律
ヲ
取
扱
ヒ
之
ヲ
シ
テ
活
動
セ
シ
ム
ル
ノ
方
法
如
何
ニ
依
リ
テ
ペ

大
ニ
実
際
上
弊
害
ヲ
醸
出
ス
ル
コ
ト
砂
シ
ト
セ
ザ
ル
ナ
リ
。
然
レ
パ
則

チ
、
如
何
セ
パ
此
弊
害
ノ
生
ズ
ル
コ
ト
ナ
ク
法
律
ノ
実
効
ヲ
見
ル
ヲ
得

ベ
キ
乎
。
日
ク
、
他
ナ
シ
、
只
法
ヲ
シ
テ
万
世
画
一
ナ
ラ
シ
メ
ズ
能
ク

時
ニ
随
ヒ
世
一
一
伴
フ
テ
変
易
改
更
セ
シ
ム
ベ
キ
ア
ル
ノ
ミ
。
蓋
シ
、
其

始
メ
法
ヲ
制
ス
ル
人
間
ハ
、
彼
ノ
天
上
ニ
在
リ
ト
云
フ
「
ゴ
ッ
ト
」
ノ
如

ク
、
神
通
自
在
ノ
カ
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
。
均
シ
グ
通
常
ノ
人
類
－
一

外
ナ
ラ
ザ
レ
バ
、
其
法
ヲ
制
定
ス
ル
ニ
当
リ
、
安
ン
ゾ
数
千
百
年
ノ
未

来
ヲ
洞
察
シ
万
古
－
一
通
ジ
テ
障
害
ナ
キ
一
定
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ

ケ
ン
ヤ
。
故
ニ
、
其
立
法
者
ガ
採
リ
テ
以
テ
準
縄
ト
ナ
シ
、
之
一
一
適
シ

テ
障
碍
ナ
ク
之
ニ
合
シ
テ
支
吾
ナ
キ
ノ
法
例
ヲ
制
定
セ
ン
ト
ス
レ
ぺ

必
ズ
先
ヅ
其
当
時
ノ
世
態
人
情
ニ
基
カ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
難
然
、
前
述

ル
ガ
如
グ
吾
人
々
間
ハ
活
物
ニ
シ
テ
其
変
遷
ヤ
極
マ
リ
ナ
ク
、
去
年
是

ナ
リ
ト
ノ
願
望
セ
シ
所
ノ
モ
ノ
今
年
ハ
亦
非
ナ
リ
ト
ノ
排
斥
ス
ル
モ
ノ

ア
リ
。
今
日
邪
ト
シ
テ
嫌
悪
ス
ル
モ
ノ
、
安
ン
ゾ
明
日
ハ
亦
正
ト
シ
テ

噌
好
ス
ル
所
ト
為
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
知
ン
ヤ
。
人
事
変
遷
ノ
速
カ
ナ

ル
、
昨
日
ノ
淵
ハ
今
日
ノ
瀬
ト
ナ
ル
ガ
如
キ
ノ
比
一
一
非
ザ
ル
ナ
リ
。
既

ニ
、
其
制
法
ノ
準
縄
タ
ル
、
当
時
ノ
世
態
人
情
ニ
シ
テ
其
変
遷
斯
ノ
如

シ
．
安
ン
ゾ
独
リ
、
其
準
縄
一
一
拠
リ
テ
制
定
セ
ル
ノ
法
律
ノ
ミ
変
更
セ

ザ
ル
ヲ
得
ベ
ケ
ン
ヤ
。
必
ズ
ヤ
、
時
ニ
随
ヒ
世
ニ
伴
フ
テ
其
変
更
ヲ
共

ニ
セ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
コ
レ
蓋
シ
、
死
物
ヲ
以
活
物
－
一
接
ス
ル
ノ

定
則
ナ
リ
。
諸
君
乞
フ
、
カ
ノ
児
童
ノ
衣
服
ヲ
看
て
其
生
レ
テ
未
ダ

歳
月
ヲ
経
ザ
ル
ニ
当
リ
テ
ヤ
、
僅
々
数
尺
ノ
布
ヲ
以
テ
能
ク
之
ヲ
裁
ス

ル
ヲ
得
ベ
シ
ト
雌
ト
モ
、
既
－
一
五
六
才
ノ
比
ニ
至
レ
パ
最
早
赤
子
ノ
衣

ヲ
以
テ
之
－
一
服
セ
シ
ム
ル
能
ハ
ズ
。
必
ズ
吏
ニ
大
ナ
ル
寸
尺
ノ
新
衣
ヲ

詞
ヘ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
又
、
成
長
シ
テ
十
歳
以
上
－
一
及
ベ
パ
、
吏

－
一
又
之
レ
ニ
適
ス
ル
ノ
大
衣
ヲ
裁
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
。
如
斯
シ
テ
弱
冠

ノ
比
ニ
至
ル
迄
ハ
、
漸
次
其
体
ノ
成
長
シ
其
身
ノ
大
ナ
ル
ニ
随
ガ
ヒ
其

衣
服
ヲ
更
新
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。
若
シ
然
ラ
ズ
シ
テ
、
其
児
ノ
成
長
ス
ル

ニ
モ
拘
ハ
ラ
ズ
依
然
其
衣
ヲ
改
メ
ズ
旧
服
ヲ
着
セ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
ア
ラ

パ
、
其
不
都
合
不
便
利
ハ
果
シ
テ
如
何
ゾ
ヤ
。
一
定
不
変
ノ
死
物
ヲ
以

テ
変
遷
極
リ
ナ
キ
ノ
活
人
－
一
接
ス
ル
ニ
ハ
、
其
死
物
ノ
活
人
ノ
変
遷
ト

共
ニ
改
吏
セ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
ぺ
児
童
ノ
衣
服
一
一
於
テ
ス
ラ
猶
斯
ノ
如

シ
。
況
ン
ヤ
、
一
国
人
民
ノ
安
全
幸
福
ニ
直
接
ノ
関
繋
ヲ
及
ス
ノ
法
律

ニ
於
ヲ
ヤ
。
太
初
揮
沌
ノ
時
代
ヨ
リ
逐
次
開
明
ノ
域
一
一
進
ム
ニ
随
ヒ
、

其
法
律
ノ
変
更
セ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
智
者
ヲ
待
テ
後
一
一
知
ザ
ル
ナ
リ
。
太

初
野
蛮
康
昧
ノ
時
代
一
一
於
テ
ハ
一
般
ノ
人
民
自
治
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
知
ズ
、

皆
、
只
、
卓
出
ノ
百
長
ヲ
戴
キ
其
命
令
ヲ
聴
キ
其
指
揮
一
一
随
フ
テ
知
ル

ノ
ミ
。
斯
ル
人
民
一
一
向
テ
ハ
、
愚
民
ノ
上
ニ
ハ
苛
キ
政
府
ア
リ
ト
ノ
但

諺
ノ
如
ク
専
制
抑
圧
ノ
政
治
ヲ
施
行
シ
テ
一
ノ
不
当
ヲ
見
ル
コ
ト
ナ
シ
。

然
ト
モ
、
漸
ク
星
霜
ヲ
経
、
開
明
ノ
曙
光
一
一
向
フ
ニ
及
ブ
ペ
次
第
－
一
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君
主
専
制
ノ
法
ヲ
廃
シ
テ
漸
次
自
由
ノ
制
度
－
一
変
更
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。

若
シ
夫
レ
然
ラ
ズ
シ
テ
文
化
大
－
一
進
ミ
、
自
由
権
理
ノ
行
ハ
ル
、
コ
ト

欧
米
各
邦
ノ
如
キ
ノ
人
民
一
一
向
テ
獄
猛
野
部
ナ
ル
コ
ト
阿
非
利
加
内
部

ノ
如
キ
法
律
ヲ
施
シ
、
万
古
一
一
渉
リ
テ
画
一
一
是
モ
変
更
ナ
キ
ノ
法
ヲ
以

テ
歳
々
相
異
ナ
ル
ノ
活
人
ヲ
制
セ
ン
ト
ス
ル
ガ
如
キ
ア
ラ
パ
、
人
民
ハ

遂
ニ
之
－
一
堪
得
ズ
シ
テ
如
何
ノ
兇
変
ヲ
生
出
セ
ン
モ
計
ル
可
ラ
ザ
ル
ナ

リ
。
果
シ
テ
如
斯
－
一
至
レ
パ
、
社
会
ノ
安
寧
ヲ
致
シ
幸
福
ヲ
謀
ラ
ン
ガ

為
メ
ノ
法
律
ニ
シ
テ
、
却
テ
一
国
ノ
治
安
ヲ
破
リ
禍
乱
ヲ
招
ク
ノ
媒
タ

ル
ニ
至
ラ
ン
。
法
ヲ
執
ル
者
畳
一
一
戒
メ
テ
警
メ
ザ
ル
可
ケ
ン
ヤ
。

顧
ミ
テ
我
日
本
国
ノ
内
状
ヲ
観
察
ス
ル
ニ
、
今
日
ノ
人
民
ハ
決
シ
テ

昔
日
ノ
幼
稚
人
民
ニ
非
ズ
。
維
新
以
来
僅
々
十
数
年
ノ
間
－
一
於
テ
、
実

ニ
旧
来
ノ
面
白
ヲ
一
変
シ
恰
モ
東
海
－
二
個
ノ
新
国
ヲ
造
リ
出
セ
シ
ガ

如
キ
ノ
状
態
ア
リ
。
於
弦
乎
、
我
賢
明
政
府
ハ
亦
大
－
一
注
意
ス
ル
所
ア

リ
。
旧
来
ノ
阻
法
ヲ
改
革
シ
改
進
ノ
処
置
ヲ
施
シ
タ
ル
コ
ト
砂
ナ
カ
ラ

ズ
。
殊
ニ
昨
年
一
一
於
テ
彼
善
美
－
一
シ
テ
世
多
ク
比
類
ア
ラ
ザ
ル
刑
法
、

治
罪
法
ヲ
発
行
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
、
余
輩
人
民
ノ
我
政
府
－
一
向
テ
謝
シ
奉

ル
所
ナ
リ
。
然
リ
ト
雄
モ
、
奈
何
ン
セ
ン
、
国
家
内
外
多
事
ノ
今
日
ナ
レ

パ
、
如
何
一
一
賢
明
ノ
政
府
ト
難
、
我
々
人
民
ニ
取
リ
テ
尚
未
ダ
満
足
セ

ザ
ル
ノ
法
制
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
十
歳
前
後
ノ
垂
者
児
一
一
適
ス
ル
ノ

衣
服
ヲ
以
テ
、
我
成
童
タ
ル
日
本
人
民
一
一
着
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
状
ナ

キ
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
何
ゾ
ヤ
、
彼
ノ
世
間
ノ
論
者
ガ
喋
々
シ
テ
止
メ
ザ

ル
ノ
国
会
ハ
何
故
－
一
未
ダ
開
設
セ
ラ
レ
ザ
ル
乎
。
彼
ノ
国
約
憲
法
ハ
何

故
ニ
未
ダ
制
定
セ
ラ
レ
ザ
ル
乎
。
我
人
民
ハ
十
歳
未
満
ノ
小
児
一
一
ハ
非

ザ
ル
ナ
リ
。
最
早
十
七
八
歳
ノ
成
童
一
一
達
シ
タ
リ
。
十
七
八
歳
ノ
成
童

－
一
若
セ
シ
ム
ル
ニ
主
著
児
ノ
衣
服
ヲ
以
テ
セ
パ
、
成
主
タ
ル
者
能
甘
ン

ジ
テ
之
ヲ
服
ス
ベ
キ
乎
。
萄
モ
痴
者
一
一
非
ザ
ル
ヨ
リ
ハ
必
ズ
其
服
ノ
身

一
一
適
セ
ズ
シ
テ
其
不
便
ナ
ル
ヲ
思
フ
ベ
シ
。
官
－
一
其
不
便
ヲ
感
ス
ル
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
強
テ
之
ヲ
服
セ
ン
ト
セ
パ
、
外
人
ノ
為
メ
ニ
喧
笑
セ
ラ
レ
テ

共
ニ
交
際
ヲ
為
ス
能
ハ
ザ
ル
ノ
事
情
一
一
至
ル
ベ
シ
。
此
時
一
一
当
リ
テ
適

当
ノ
新
衣
ヲ
賜
ハ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
請
願
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
モ
シ
語
版
シ
テ

尚
聴
レ
ザ
レ
パ
、
我
不
便
ト
我
恥
辱
ト
ニ
ハ
換
ラ
レ
ズ
、
遂
ニ
親
子
ノ

間
柄
ヲ
モ
顧
ミ
ズ
暴
挙
一
一
出
デ
、
以
テ
其
素
志
ヲ
貫
カ
ン
ト
ス
ル
モ
未

ダ
計
ル
可
ラ
ズ
。
一
人
一
個
ノ
人
間
ニ
シ
テ
、
既
ニ
然
リ
。
況
ン
ヤ
一

国
ノ
衆
人
民
ニ
シ
テ
既
－
一
成
童
一
一
達
シ
ナ
ガ
ラ
、
尚
ホ
垂
者
児
ノ
服
ヲ

着
セ
ラ
レ
、
既
－
一
開
明
ノ
域
－
一
進
ミ
ナ
ガ
ラ
尚
ホ
野
蛮
ノ
旧
法
一
一
制
セ

ラ
ル
、
コ
ト
ア
ラ
パ
、
或
ハ
恐
ル
、
人
間
憤
怒
心
ノ
集
ル
処
凝
結
シ
テ

不
測
ノ
兇
変
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
ブ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
。
願
ク
ハ
当
路
ノ
君
子
早

ク
抜
一
一
注
目
シ
テ
我
々
成
立
旦
ノ
人
民
ヲ
シ
テ
身
－
一
適
シ
テ
不
便
ナ
キ
ノ

衣
服
ヲ
着
ス
ル
ノ
自
由
ヲ
得
セ
シ
メ
ヨ
。

（
注
）
明
治
一
四
年
八
月
六
日
演
説
。
『
名
家
演
説
集
誌
・
第
五
号
』
（
明
治
一

四
年
九
月
刊
）
に
よ
り
再
録
。
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（注）

特
別
保
護
ヲ
論
ス

波
多
野

（
マ
マ
）

諸
君
ヨ
、
特
別
保
護
ト
ハ
既
ニ
字
義
－
一
於
テ
明
カ
ナ
リ
ナ
ル
ガ
如
ク
、

一
般
ノ
保
護
ノ
外
－
一
格
段
ナ
ル
保
護
ヲ
与
フ
ル
ヲ
謂
ナ
リ
。
仮
ヘ
パ
政

府
ハ
一
般
ニ
人
民
ヲ
保
護
ス
ル
ハ
至
当
ナ
リ
。
而
ル
ニ
、
其
事
業
ヲ
奨

励
セ
ン
為
メ
特
別
ニ
一
ノ
会
社
ヲ
保
護
シ
或
ハ
其
ノ
事
物
ヲ
隆
盛
ナ
ラ

シ
メ
ン
ガ
為
メ
、
格
段
－
二
人
又
ハ
一
地
方
ヲ
保
庇
ス
ル
ペ
是
則
、

特
別
保
護
ト
一
五
フ
ベ
キ
ナ
リ
。

夫
レ
、
事
物
一
一
盛
衰
ア
ル
ハ
自
然
ノ
数
－
一
シ
テ
人
事
ノ
常
ナ
リ
。
己

一
一
盛
衰
ア
レ
ハ
其
哀
フ
ル
者
ヲ
特
別
一
一
保
護
ス
ル
ハ
勢
ノ
止
ム
ヲ
得
ザ

ル
所
ナ
リ
。
故
三
特
別
保
護
ハ
政
治
上
亦
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
場
合

ア
リ
。
然
レ
ト
モ
、
其
要
否
如
何
ヲ
一
臥
ミ
ズ
シ
テ
濫
リ
ニ
之
ヲ
行
フ
ニ

至
レ
バ
、
音
ニ
害
ア
リ
テ
益
ナ
グ
担
ア
リ
テ
利
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
偶

々
以
テ
私
慾
ヲ
遅
フ
ス
ル
ノ
要
具
ト
ナ
リ
、
国
民
ヲ
口
害
ス
ル
ニ
至
ル

ベ
キ
ア
ル
ノ
ミ
。
故
ニ
特
別
保
護
ノ
事
タ
ル
其
利
害
ノ
関
ス
ル
所
、
芸
品

シ
小
少
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。

例
令
パ
、
我
国
ニ
於
テ
良
工
業
ノ
振
ハ
ズ
汽
船
運
輸
ノ
盛
ナ
ラ
ザ
ル

如
キ
ア
ラ
パ
、
其
事
情
ヲ
者
カ
ニ
シ
テ
之
一
一
特
別
ノ
保
護
ヲ
与
フ
ル
モ

亦
不
可
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
何
ト
ナ
レ
パ
、
我
国
ハ
農
工
物
産
ヲ
必
要
ト
ス

畳
好
同
盟
演
説
会
ニ
テ

ル
ガ
故
三
若
シ
之
ニ
不
足
ヲ
生
セ
パ
供
給
ヲ
外
国
ニ
仰
ガ
ザ
ル
ヲ
得

ズ
。
又
、
汽
船
会
社
ニ
シ
テ
衰
微
セ
バ
航
海
ノ
権
尽
ク
外
人
－
一
帰
シ
、

運
輸
ノ
利
皆
外
人
ノ
専
有
ス
ル
所
ト
ナ
レ
パ
ナ
リ
。
夫
レ
、
外
品
ヲ
購

求
シ
テ
輸
出
ノ
産
物
ナ
ク
ン
パ
、
金
貨
濫
出
、
貿
易
ノ
不
平
均
ア
リ
。

以
テ
国
カ
ラ
萎
麗
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
航
海
ノ
権
全
ク
外
人
ニ
帰

シ
我
ノ
船
艦
用
イ
ル
一
一
足
ラ
ズ
ン
パ
交
通
ニ
不
便
ア
リ
。
運
輸
ニ
不
便

ア
リ
。
以
テ
一
国
ヲ
衰
退
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
此
ノ
時
－
一
当
テ
ヤ

必
ズ
特
別
－
一
保
護
ヲ
与
へ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
彼
ノ
我
政
府
ノ
毎

年
ニ
十
五
万
円
ヲ
指
テ
、
三
菱
会
社
ヲ
保
護
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
則
、
此

場
合
ナ
リ
ト
云
フ
ベ
キ
カ
。
夫
レ
二
十
五
万
円
ノ
金
額
砂
ナ
カ
ラ
ズ
ト

雌
ト
モ
、
沿
岸
航
海
ノ
権
ヲ
シ
テ
百
人
－
一
専
有
セ
シ
ム
ル
ハ
策
ノ
得
タ

ル
者
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
而
シ
テ
今
ヤ
三
菱
会
社
一
一
由
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ン

パ
他
一
一
外
人
ノ
航
海
権
ヲ
制
ス
ル
者
ア
ル
ヲ
問
カ
ズ
。
往
年
「
ピ

l
オ

l
」
会
社
ト
三
菱
会
社
ノ
競
争
ヲ
以
テ
知
ル
ベ
シ
。
宣
、
危
カ
ラ
ズ
ヤ
。

是
等
ハ
則
、
特
別
保
護
ノ
宜
シ
キ
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
シ
テ
国
家
ニ
利
益
ア

リ
ト
叩
叫
フ
ベ
キ
ナ
リ
。

昔
シ
封
建
ノ
世
－
一
当
リ
文
明
ノ
進
捗
ヲ
妨
害
セ
ル
者
一
ニ
シ
テ
足
ラ

ズ
ト
雌
ト
モ
、
其
一
原
因
ヲ
占
ム
ル
者
ハ
彼
ノ
所
前
株
式
ナ
ル
者
ア
リ

テ
事
業
ノ
進
路
ヲ
遮
断
ス
ル
一
一
是
レ
因
ル
ナ
リ
。
即
チ
、
酒
屋
板
場
ノ

株
ノ
如
キ
一
家
特
有
ノ
者
ニ
シ
テ
他
ノ
之
ヲ
有
セ
ザ
ル
者
ハ
吏
－
一
営
ム

ベ
キ
ノ
道
ナ
シ
。
是
、
畳
、
商
業
進
歩
ノ
方
ナ
ラ
ン
ヤ
。
凡
ソ
事
物
ノ

進
捗
ハ
競
争
ノ
力
与
テ
多
キ
－
一
居
ル
者
ト
ス
。
彼
ノ
巨
万
ノ
全
額
ヲ
部
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テ
非
常
ノ
時
間
ヲ
費
シ
テ
開
設
セ
ル
勧
業
博
覧
会
ノ
如
キ
其
利
益
ト
ス

ル
所
、
執
レ
ノ
点
ニ
ア
ル
ヤ
。
是
レ
一
二
度
工
ノ
事
業
ヲ
執
ル
者
ヲ
シ

テ
競
争
ノ
心
ヲ
発
揮
セ
シ
ム
ル
ノ
利
益
ア
ル
ニ
由
ル
ニ
非
ズ
ヤ
。
市
ル

ニ
此
株
式
ナ
ル
者
ハ
自
他
競
争
ノ
念
慮
ヲ
断
絶
セ
シ
ム
ル
ニ
由
リ
、
独

リ
株
式
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
童
断
ノ
利
ヲ
占
有
セ
シ
ム
ル
者
ナ
リ
。
其

禍
害
タ
ル
官
ニ
其
商
業
ヲ
営
マ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
不
幸
一
一
止
マ
ラ
ズ
。
蓋

シ
、
彼
ノ
株
式
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
他
－
一
競
争
者
ナ
キ
ヲ
以
テ
粗
造
ノ
品
物

ト
雄
ト
モ
、
世
人
ノ
不
得
止
之
ヲ
買
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
レ
パ
、
一
般
需
用

者
ノ
不
幸
亦
知
ル
ベ
キ
ナ
リ
。
鳴
呼
、
特
別
保
護
ノ
害
ヲ
社
会
一
一
流
ス
、

夫
レ
斯
ノ
如
シ
。
畳
一
一
鑑
ミ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
。
而
ル
ニ
今
ヤ
不
当
ノ
特

別
保
護
ヲ
為
ス
、
恰
モ
封
建
ノ
世
ノ
株
式
ノ
如
キ
者
ヲ
シ
テ
再
ピ
我
国

－
一
現
出
セ
シ
メ
ン
ト
ス
。
何
ゾ
ヤ
政
府
ノ
関
西
貿
易
商
会
ヲ
保
護
ス
ル

（
己
カ
）

是
ナ
リ
。
抑
モ
今
日
輿
論
ノ
己
－
一
政
々
嵩
々
ト
シ
テ
不
平
不
満
ヲ
鳴
ス

所
ノ
彼
ノ
開
拓
使
官
有
物
払
下
ノ
如
キ
、
名
ハ
払
下
一
一
属
ス
ト
雌
ト
モ

関
西
貿
易
商
会
一
一
非
常
ニ
特
別
保
護
ヲ
与
フ
ル
者
ナ
リ
。
蓋
シ
三
百
万

ノ
現
価
ア
ル
物
品
ヲ
三
十
万
円
、
無
利
足
、
三
十
ヶ
年
賦
一
一
テ
払
下
ケ

タ
リ
ト
セ
パ
、
其
一
年
ノ
上
納
ス
ル
所
僅
カ
ニ
一
万
円
ニ
過
ギ
ザ
ル
ナ

リ
。
今
夫
レ
年
々
一
万
円
ヲ
得
ン
ト
欲
セ
パ
、
一
割
ノ
利
子
一
一
シ
テ
十

万
円
ヲ
有
セ
パ
足
レ
リ
ト
ス
。
然
ラ
パ
則
チ
是
レ
三
百
万
円
ノ
現
価
ノ

三
十
分
ノ
一
タ
ル
、
十
万
円
ノ
金
額
一
一
テ
払
下
グ
ル
ト
一
般
ナ
リ
。
況

ヤ
十
年
ノ
後
ハ
其
利
子
ダ
モ
払
ハ
ザ
ル
ニ
至
ル
ヲ
ヤ
。
宣
実
一
一
簾
価
ノ

者
ナ
ラ
ズ
ヤ
。
其
残
余
二
百
九
十
万
円
ハ
全
ク
商
会
ノ
利
益
一
一
シ
テ
政

府
ノ
特
別
－
一
之
ヲ
保
護
ス
ル
者
ナ
リ
ト
云
ハ
ズ
シ
テ
何
ゾ
ヤ
．

諸
君
、
試
ミ
ニ
思
へ
。
関
西
貿
易
商
会
ニ
シ
テ
若
シ
此
特
別
ノ
保
護

ヲ
得
テ
北
海
道
ノ
全
商
権
ヲ
掌
握
セ
パ
其
結
果
タ
ル
、
果
シ
テ
如
何
ゾ

ヤ
。
彼
ノ
商
会
規
則
ノ
言
フ
所
ヲ
聞
ケ
バ
、
凡
ソ
北
海
道
ノ
産
物
ハ
一

切
其
商
会
ノ
手
ヲ
経
ザ
レ
パ
運
搬
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ
ト
。
果
シ
テ
然
ラ
ハ

三
菱
会
社
モ
広
業
社
モ
其
利
益
ハ
皆
該
商
会
ノ
奪
フ
所
ト
ナ
リ
其
業
ヲ

廃
シ
其
職
ヲ
空
フ
ス
ル
ヤ
必
セ
リ
。
是
レ
競
争
シ
テ
商
業
ヲ
北
地
一
一
営

ム
者
ナ
キ
ナ
リ
。
己
ニ
競
争
者
ナ
ケ
レ
パ
該
商
会
ノ
利
益
ヲ
営
ム
ヤ
益

々
甚
シ
グ
湿
手
粟
ト
一
般
ナ
リ
。
之
ヲ
如
何
ゾ
彼
ノ
封
建
ノ
世
ノ
株
式

ト
問
視
セ
ザ
ル
ヲ
得
ン
ヤ
。
果
シ
テ
然
ラ
パ
文
明
ノ
進
捗
ニ
於
テ
遮
害

ス
ル
知
ル
ベ
キ
ノ
ミ
。
全
国
人
民
ノ
不
幸
誠
一
二
一
口
フ
ニ
忍
ピ
ザ
ル
者
ア

ル
ナ
リ
。
是
レ
宣
一
一
当
路
者
ガ
特
別
保
護
ヲ
濫
用
シ
テ
其
害
ヲ
国
民
ニ

及
ボ
ス
者
ト
云
ハ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
。
我
輩
如
何
ゾ
悶
々
佐
事
ノ
嘆
ヲ
廃

セ
ザ
ル
ヲ
得
ン
ヤ
。

然
リ
ト
雄
ト
モ
、
如
比
、
特
別
保
護
ハ
西
洋
ニ
於
テ
モ
其
例
ナ
シ

ト
セ
ス
。
彼
ノ
英
ノ
東
印
度
会
社
一
一
於
ケ
ル
是
ナ
リ
。
該
社
ハ
千
六
百

年
代
ニ
興
リ
テ
英
王
エ
リ
サ
ベ
ス
、
ゼ

l
ム
ス
、
チ
ャ

l
レ
ス
等
ヨ
リ

免
許
ヲ
得
テ
印
度
地
方
ノ
商
売
権
ヲ
専
有
シ
、
英
国
人
ノ
印
度
ニ
商
売

シ
テ
之
ト
競
争
セ
ン
ト
ス
ル
者
ヲ
妨
ケ
該
地
－
一
政
属
シ
テ
暴
戻
不
理
至

ラ
ザ
ル
ナ
ク
、
太
ダ
英
国
ノ
面
目
ヲ
厚
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
。
今
．
関

西
貿
易
商
会
ノ
保
護
モ
大
ニ
之
ニ
類
似
ス
ル
者
ナ
リ
。
我
輩
、
宣
－
一
我

国
ニ
東
印
度
会
社
ヲ
見
ル
ノ
不
幸
一
一
至
ル
ヲ
黙
視
ス
ベ
ケ
ン
ヤ
。
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鳴
呼
、
特
別
保
護
ノ
宜
シ
キ
ヲ
得
レ
パ
国
家
一
一
大
利
ア
リ
。
有
モ
其

当
ヲ
失
ス
ル
ア
レ
パ
其
害
ヲ
社
会
－
一
流
ス
。
彼
東
印
度
会
社
ノ
如
シ
．

而
シ
テ
今
ヤ
我
国
ニ
此
ノ
畏
ル
ベ
キ
東
印
度
会
社
ノ
覆
轍
ヲ
踏
マ
ン
ト

ス
。
如
何
ゾ
之
ヲ
排
撃
セ
ザ
ル
ヲ
得
ン
ヤ
。

（
注
）
明
治
一
四
年
九
月
三
日
演
説
。
『
郵
便
報
知
新
聞
』
予
告
演
題
は
「
特

別
保
護
ノ
性
質
ヲ
論
ズ
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
名
家
演
説
集
誌
・
第
八
号
』

（
明
治
一
四
年
一

O
月
刊
）
よ
り
再
録
。
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付

記宣
好
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
を
引
継
い
で
発
足
し
た
東
洋
議
政
会
に
つ
い
て
別

稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
松
崎
「
東
洋
議
政
会
演
説
会

に
つ
い
て

i
！
明
治
十
年
代
に
お
け
る
慶
臆
義
塾
系
演
説
会
の
研
究
｜
｜
」

（
『
慶
臆
義
塾
志
木
高
等
学
校
研
究
紀
要
二
四
輯
』
所
収
）


